
- 1 - 

平成27年知立市議会12月定例会企画文教委員会 

 

  １．招集年月日  平成27年12月15日（火） 午前10時 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     水野  浩     田中  健     池田 滋彦     村上 直規 

     風間 勝治     佐藤  修     石川 信生 

  ４．欠席委員 

     なし 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   加古 和市      協 働 推 進 課 長   野村 裕之 

     企 画 政 策 課 長   堀木田純一      財 務 課 長   松永 直久 

     総 務 部 長   岩瀬 博史      総 務 課 長   水谷 弘喜 

     税 務 課 長   濱田  悟      危 機 管 理 局 長   高木  勝 

     安 心 安 全 課 長   伊藤 博生      会 計 管 理 者   稲垣 利之 

     監査委員事務局長   平野 康夫      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   石川 典枝      教 育 庶 務 課 長   池田 立志 

     学 校 教 育 課 長   橋本 博司      生涯学習スポーツ課長   佐藤  豊 

     文 化 課 長   鶴田 常智 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横井 宏和 

     議 事 係 長   近藤 克好 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第60号 知立市個人番号の利用に関する条例              原案可決 

     議案第61号 
 知立市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 

 条例の一部を改正する条例 
〃 

     議案第62号 知立市税条例の一部を改正する条例                〃 

     議案第63号 知立市消防団条例の一部を改正する条例              〃 

     議案第64号 知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例      〃 

     陳情第20号 税の徴収のあり方についての陳情書              不 採 択 

     陳情第21号 消費税率の増税中止を求める陳情書                〃 

     陳情第36号 知立市運転免許証自主返納支援事業の拡充を求める陳情書      〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○田中委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから企画

文教委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は８件、すなわ

ち議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第

63号、議案第64号、陳情第20号、陳情第21号、陳

情第36号です。これらの案件を逐次議題とします。 

 なお、陳情第20号、陳情第21号の２件につきま

しては、趣旨説明の希望があります。まずこの委

員会の冒頭で趣旨説明を行い、陳情の審査につき

ましては、本委員会に付託されました議案等の審

査が終了した後に行いますので御承知願います。 

 それでは、陳情提出者の趣旨説明を行います。 

 初めに、手順を説明いたします。 

 説明者の方は、お名前をお呼びしましたら、正

面の説明席に着いていただきます。そして、趣旨

説明をしていただきます。説明の時間は１件につ

き５分で、複数の件数の場合は、まとめて10分程

度といたします。説明終了後、説明に対する委員

の質問を行います。質問終了後、説明者の方は傍

聴席に移動していただきます。 

 なお、説明及び質問の応答の際は、説明者並び

に委員は委員長が指名しましたら、その場で立っ

て行ってください。 

 それでは、愛知自治体キャラバン実行委員会よ

り提出されました陳情第20号及び陳情第21号の提

出者代理人、西村秀一さん、説明席にお座りくだ

さい。 

 それでは、西村さん、陳情第20号及び陳情第21

号の趣旨説明をお願いいたします。 

○西村秀一氏 

 本日は、陳情趣旨説明の機会を設けていただき、

ありがとうございます。 

 私は、自治体キャラバン実行委員会の事務局団

体である愛知県社会保障推進協議会副議長の西村

秀一です。キャラバン実行委員会では、毎年県内

全ての自治体に介護・福祉・医療など、社会保障

施策の拡充を求めて陳情を提出し、当局とも懇談

させていただいてます。本日は、陳情第20号、陳

情第21号の２件について陳述させていただきます。 

 陳情第20号は、税の徴収のあり方についての知

立市へのお願いです。 

 安倍内閣は、2014年４月から消費税を８％に引

き上げました。それ以後、個人消費は、ずっと低

調です。直近の財務省発表の10月の家計調査でも

消費支出は対前年比2.4％減少しています。こう

した中で、現在でも生活が困窮している中小業者

は多く、税金を支払う余裕すらない生活を強いら

れています。 

 2011年から愛知県地方税滞納整理機構が設置さ

れ、国民健康保険税を含む地方税滞納を移管、す

なわち機構送りにして、そこで徴収する方法を多

くの自治体がとられています。2014年度は県内６

ブロックに47市町村が参加しています。当初３年

の設置予定でしたが、2017年の３月まで３年間延

長されました。市町村税務職員の徴収技術の向上、

すなわち取り立て技術の向上も設立の目的として

います。 

 知立市でも50万円以上の滞納100件以上を機構

送りにされています。これらの人は、西三河ブロ

ックに組み入れられ、呼び出しを受け、県事務所

まで出かけなければなりません。地方税などの徴

収権限は市町村にあり、愛知県地方税滞納整理機

構に法的権限はありません。このような法的権限

もないところに地方税徴収の事務を移管しないで

ください。 

 また、これまで各都道府県や市町村の行う徴税

業務において、1998年２月の最高裁判決を盾とし

て預金となった差し押さえ禁止財産、児童手当や

年金などの差し押さえが公然と行われてきました。 

 しかし、2013年11月、鳥取県児童手当差し押さ

え事件に対して広島高等裁判所の判決では、当局

が差し押さえ処分の時点で、差し押さえる口座に

差し押さえ禁止財産が振り込まれていることを認

識しており、口座に振り込まれた差し押さえ禁止

財産が差し押さえ禁止財産としての属性を失って

いない場合は、最高裁判決の例外に該当し、差し

押さえ処分が違法となるとしました。 
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 生活に困窮されている多くの場合、口座には年

金や児童手当の差し押さえ財産しか入金されてお

らず、これを当局が入金当日に差し押さえたよう

な場合は違法となります。このようなことがない

ようにしてください。 

 地方税など徴収権限は市町村である原則を踏ま

えて徴収を滞納整理機構へ移管せず、市町村の窓

口で懇切丁寧な相談の上、納税の猶予、換価の猶

予、滞納処分の停止の適用を初め、分納、減税な

どの対応をいただきますようお願いします。 

 津島市では、国税ですが、滞納猶予を申請し、

猶予が認められ、延滞料が9.1％から1.8％に減額

された事例も生まれています。延滞税そのものが

高いと思いますが、よろしくお願いします。 

 陳情第21号は、消費税増税中止を求める陳述で

す。 

 安倍首相は、消費税10％への増税を景気動向に

かかわりなく2017年４月に実施するとともに、黒

字の大企業に、２年間で１兆6,000億円も減税す

ることを決めました。食料品などの軽減税率が俎

上にあがっていますが、これらは軽減というもの

ではなく、一部据え置きであって、消費税増税に

は変わりありません。財務省の家計調査をもとに

計算して、消費税率が10％に引き上げられた場合、

２人以上の世帯で平均年間４万1,000円ふえ、消

費税の負担額は25万5,000円にのぼるとの計算も

あります。しかも年収200万円未満での負担率は

5.9％から6.8％に引き上げられるのに比べ、年収

1,500万円以上の層では2.1％が2.6％と低所得者

ほど負担率が上がり、高所得者との格差が大きく

なるとしています。 

 一方で、消費税増税分の8.2兆円のうち、社会

保障の充実策には２割も満たない１兆3,500億円

しか使われません。 

 安倍内閣は、アベノミクス第２ステージとして、

安心につながる社会保障をあげ、出生率1.8や介

護職場ゼロを目指すとして、これのための補正予

算を組むとしています。しかし、これから５年間

の経済財政運営と改革の基本方針、すなわち骨太

2015年で打ち出されていることは、今後５年間の

社会保障費自然増削減目標を1.9兆円とし、毎年

3,000億円から5,000億円の削減を行うということ

です。しかも2016年度から３年間は、その集中期

間としています。補正予算は参議院選挙対策の一

回限りの措置で、本予算で進められる削減は、雪

だるまのように毎年膨れ上がっていくものです。

これは小泉内閣が毎年2,200億円削り続けてきた

額の２倍近くになります。 

 ８％への増税後、さまざまな経済指標も落ち込

んでおり、再び増税すれば、国民、中小業者の暮

らしと営業が危機に直面することは明らかです。

そのうえ、軍事費が５兆円を超え、過去最高額に

なるなど、社会保障は消費税の財源どころか、安

倍内閣が進める戦争ができる国づくりの財源にも

なっています。 

 先ほども触れましたが、そもそも消費税は低所

得者ほど負担が重く、不公平な税制であり、消費

税を引き上げれば国民の消費はさらに落ち込み、

自治体内の地域経済は大打撃を受けます。価格に

消費税を転化できずに身銭を切ることなく、中小

業者の経営を追い込み、消費税倒産や廃業がさら

にふえることは必至です。 

 以上の趣旨から、消費税率の引き上げを中止す

るよう国に対して消費税の税率引き上げ中止の意

見書を提出していただくことを求めます。 

 以上で、陳情の趣旨説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○田中委員長 

 趣旨説明が終わりました。 

 次に、質問がありましたら発言をお願いします。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第20号及び陳

情第21号の趣旨説明を終わります。 

 西村さん、傍聴席にお戻りください。 

 ここでしばらく休憩します。 

午前10時11分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前10時11分再開 

○田中委員長 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、本委員会に付託されました案件を議

題としていきます。 

 議案第60号 知立市個人番号の利用に関する条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、知立市個人番号利用に関する条例に

ついてお聞かせを願いたいというふうに思います。 

 今回この条例、そして規則というような形で提

案をされておりますけれども、まず最初に、法第

９条第２項に基づく個人番号の利用に関して必要

な事項を定めると。この第９条第２項というもの

はどういうものか。 

○企画政策課長 

 法第９条第２項につきましては、地方公共団体

の長、その他の執行機関は、福祉、保健、もしく

は医療その他の社会保障、地方税、または防災に

関する事務、それらこれに類する事務であって、

条例で定めるものの処理に関して保有する特定個

人情報ファイルにおいて、個人番号を効率的に検

索し及び管理するために必要な限度で個人番号を

利用することができるというふうにこの法でうた

っております。 

 今回こちらのほうで上程した理由的なものとし

ましては、番号利用法第９条第２項において、同

法別表に掲げます事務のほか、社会保障、地方税、

防災に関する事務、その他これらに類する事務で

あって、地方公共団体が条例で定める事務に個人

番号を利用することができるというふうにされて

おりますので、番号法別表に定める事務において、

事務の簡素化、住民負担の軽減が図られても上乗

せや横出し等で実施されている地方単独事業、知

立市の単独事業などについて、従来同様の手続が

残っていくということになりますと、我々行政、

また住民の方にとって、今回の番号制度導入によ

る効果は限定的になるというおそれがありますの

で、今回、番号法施行による別表事務とあわせて

知立市独自に個人情報を利用する事務及び同一執

行機関内における複数の事務間で特定個人情報の

連携を利用するために、今回、条例を上程させて

いただいた次第でございます。 

○佐藤委員 

 今、第９条の第２項ということでありますけれ

ども、第２項の関係の中で、逐条解説の中には個

人情報を利用することができる事務であって、国

等の行政機関が行う事業について、本条第１項に

おいて別表第１を明記することになるが、条例に

よって定められる事務については、法律において

具体的に事務を特定することが困難ということで、

別表第１にはなじまないということが説明をされ

てます。 

 それと同時に、本項においては、別途規定を設

けることとするものであるが、無制限に個人番号

の利用を認めることは、本項においては事務の種

類及び提供される個人情報の種類を法律上明記す

ることにより、個人番号の利用範囲を法律上明確

にするということで、この第２項のところで福祉、

保健、もしくは医療、その他の社会保障、地方税

または防災に関する事務、その他これに類する事

務であって、条例で定めるものというふうに第２

項の中では書いてるわけですけど、今回は９つの

事務について提案がされてますけれども、この規

定でいくと、先ほど企画政策課長が言われた、地

方単独事務ということを言われましたけど、どこ

までも拡大できるということなのか、概念の範囲

ではどこまでも拡大できるという、こういうもの

でしょうか。それはそうでしょうか。 

○企画政策課長 

 今回、９つの市単独事業のほうを今回、条例化

をさせていただきました。 

 あくまでここに法で言っていますように、社会

保障や税やら、こういった項目でないとまず利用

はできないと、これは限定的にされておりますの

で、その中身でも今回あげさせた９項、どういっ

た内容であげさせてもらったということになりま

すと、大きく分けて２つございます。 

 その１つ目としましては、条例化することによ

って個人番号を利用することができますので、な

おかつ、特別個人情報保護委員会規則で定められ
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た事務については、他市との連携もできるという

ことになっておりますので、その事務的な大きな

流れとしては11項目ありまして、その連携できる

事務につきまして、今回、別表でいきますと、１

番の知立市心身障害者扶助料支給条例の関連と２

番の知立市母子家庭等医療費支給条例に関する関

連と３番の知立市遺児手当支給条例に関する件、

それから７番の高齢者医療の確保に関する法律第

50条の件、それから８番の児童福祉法第６条の２

の第２項に規定する小児慢性特定疾患児童等に対

する日常生活用具の給付の件、それから９番の日

本国民に対する生活保護の実施の取り扱いに準じ

てというこの６項目については、今、特別個人情

報保護委員会の規則で他市とも連携ができそうな

事務ということで、今回計上させていただいてお

ります。 

 残りの４番の知立市特別保育等の実施及び５番

の知立市特定教育保育施設の関連と６番の特別児

童扶養手当等の支給に関する法律、この３つにつ

きましては、他市との連携は予定はされてないん

ですけども、法のほうで保育料、特別児童手当が

連携できるということなんですけども、どうして

も我々のシステム上、上乗せ及び横出しの部分に

ついてシステム上、この番号をどうしても持って

しまうということになりますので、今回この３つ

につきましてはシステム上、利用するということ

になりますので、条例化をさせていただいたとい

うことになります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、もう１つお聞きしますけれども、法第

９条の第２項ということと同時に、先ほどもあり

ましたけども、法別表第２の第２欄に掲げる事務

というものも利用の範囲の中に入るわけですけど、

この別表の第２欄ということは取り扱い事務とい

うことで、全部で120ですかね、ずっとあります

けれども、これは具体的に今言われた、例えば、

知立市が独自で単独でやってる事業というものに

限定すれば、他市とのやりとりが、他市というか、

それぞれの持ってる知立市以外のところとやりと

りが必要ではないんじゃないかなというふうに一

方で思うんです。 

 ただ、今、企画政策課長が言われたように、他

市との連携、個人情報保護委員会ですか、そこの

ところで認めたものについては６項目、６つにつ

いては他市との連携が必要だということですけれ

ども、この６項目というのは別表２の中にあって、

ここの別表を見てみますと４つ欄があるんですよ

ね。情報照会者というのがありまして、それから、

その取り扱う事務と情報提供者というものがあり、

そして、さらに一番右の欄に特定個人情報という

ような形であるわけですよね。 

 知立市の単独事業であれば、ここの中に保有す

る情報のやりとりだけで完結するというふうに思

うわけだけれども、今、企画政策課長が言われた

のは、６つについてはそうした他市との連携も可

能と。さらに４、５、６は現在は他市との連携は

できないけれども、システム上、個人番号が付番

されたやつを引き出して検索したりする、それを

やるに当たって条例規定が必要だということの説

明だというふうに思うわけですけど、その辺の関

係は、この別表２との関係でどういうことなのか

なというふうに思いますけども、どうなんでしょ

う。 

○企画政策課長 

 番号法に基づく利用に関しては、法律で基づく

ものでしか利用ができません。今回あげさせても

らったものについては、市の単独事業でございま

すので、こちらのものについては条例で定めなけ

れば利用ができないということになりますので、

例えば、特別児童扶養手当につきましても、県の

上乗せ分のものという考えになりますので、条例

で定めなければ連携ができないということになり

ます。 

○佐藤委員 

 条例で定めるということはわかるんだけれども、

第９条第２項で条例で定めた事務ということが別

表第２の左欄に掲げる事務及び法別表第２の第２

欄に掲げる事務という形になりますよね。 

 私が例えばここの中で、単独事業だということ
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の中で、このシステムを利用してやる場合、ここ

の中で完結するものであるならば、別表第２のよ

うな形での連携が必要なものなのかどうかという

こと。この別表第２は、第１条で掲げてる中身に

ついて、どういう関係にあって、この別表第２の

第２欄の事務を利用するのかと、こういうことな

んです。 

○企画政策課長 

 条例の別表２のことですか。 

○佐藤委員 

 私の聞き方が悪くて。ここに個人番号の利用の

範囲と先ほどいろいろ答弁ありましたけれども、

この第４条の中では、法第２条第２項の条例で定

める事務は、市長が行う別表第１に掲げる事務と、

先ほどの９つの事務ですよね。それから、別表第

２の左欄に掲げる事務及び法別表第２の第２欄に

掲げる事務とするという形になるんですよね。 

 ですから、私が単純な話でね、ここの中で単独

事業であって、知立市がそれぞれの特定個人情報

を保有してると。それを事務の効率化のために手

続上のためにそれを利用するには、ここの中で完

結する話ではないかなというふうに思うんです、

単純に考えると。 

 しかしながら、一方で、この法が定める別表第

２欄というのがありますよね。法別表第２欄とい

うのは、法の第19条の特定個人情報の制限にかか

わるものと、第20条の収集等の制限を規定するも

のですよね。それぞれの条文の中の規定以外につ

いては利用してはいけないよという関係になるの

で、なぜここの部分が入ってくるのかなと、単純

な話なんです。 

○企画政策課長 

 法別表第２につきましては、他市との連携がで

きますという中身でございまして、市の中で、例

えば、所得証明が必要だという場合には、これ利

用に当たりますので、これは第９条の第２項のほ

うの条文に当てはめて、利用する場合にも条例を

定めないかんということになっておりますので、

今回の条例の中では、法の別表第２の事務も使い

ます。それから、こちらの条例であげた別表第１

の事務についても使いますという形での条例の上

程の仕方になっております。 

○佐藤委員 

 使うということですよね。 

 そうすると、ここの中身で第４条の第１項でこ

ういう形になってるんですけど、次のページのと

ころの第２項があるわけですよね。市長は、別表

２の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限

度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって、

みずから保有するものを利用することができると。

ここで、ただし、法の規定により情報提供ネット

ワークシステムを使用して他の個人番号利用事務

実施者、他市ということですかね、それから、特

定個人情報の提供を受けることができる場合は、

この限りではないと。単純に考えると、自分たち

が保有しているのに、情報ネットワークを通じて

他市から情報提供を受けるということはどういう

ことかなというふうに思うんですけど、この辺は

どうなんですか。 

○企画政策課長 

 先ほど言いましたように、市のほうが情報を内

部で利用する場合には利用に当たりますので、法

の別表第２の中の事務には入っておりませんので、

条例を制定しないけませんと。 

 それから、なおかつ、今情報ネットワークシス

テムというのは、他市との連携をやる場合なんで

すけども、独自利用が今回入っておりますので、

独自利用をする場合に、例えば、転入者等の所得

証明が必要であれば連携の情報システムを使って

連携をしていかないかんということになりますの

で、その関係で、ここについては使用することが

できる場合、それから、なるべくこの番号法の中

ではネットワークシステムを利用することによっ

て、将来予定されていますマイポータルの関連、

この情報ネットワークシステムを利用したものが

結局そういったものに表示されてきますので、利

用できる範囲においては、その情報ネットワーク

システムを利用した形で運用してくださいという

ことになっております。 

○佐藤委員 
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 ということは、みずから保有する、利用するこ

ともできるけれども、ただしと、法の規定でネッ

トワークシステムを利用して他の個人事務実施者

から特定個人情報の提供を受けることができる場

合と。 

 例えば、ちょっとこんがらがった話で大変恐縮

なんだけど、みずから保有してれば、みずからの

ものでいいわけだけども、それにかわって他市か

ら情報を提供してもらうということというのは同

一の情報ということですかね。それぞれ違う情報

ならばこういう書き方をしなくてもいいと思うん

だけど、ここで保有している情報を利用すること

ができると。ただしということで、並列に書いて

るもんだから、同じ情報ネットワークシステムを

通じて別表にあるような情報を他市との連携を図

るのかなという気もしないでもないんですよ。そ

の辺、ちょっとわかりやすく説明してもらいたい

なというふうに思います。 

○企画政策課長 

 独自に市のほうで持っている情報であれば、当

然そのネットワークを使わずに他市からそういっ

た情報を得る必要はないと思います。 

 今回その法別表第２の事務及び今回条例であげ

させていただいた９つのうちの６つが連携ができ

るような状態になるかと思いますけども、それに

ついての情報については情報ネットワークシステ

ムを利用して情報を得るということになりますの

で、他市の情報と知立市で持ってる情報が、知立

市が持っていれば他市から得る必要もないかと思

うんですけども。 

○佐藤委員 

 私もそう思うんですよ。しかし、ここで、ただ

しということになってね、最後に、この限りでは

ないということの書き方してるもんだから、どう

いうことかなというふうに思っちゃうんですよね。 

○企画部長 

 本当に今、企画政策課長が答弁、また、質問者

の御質問、ほとんど同じようなことを言ってみえ

るのかなと思います。 

 ここで言ってます、ただしというのは、あくま

でも情報提供ネットワークシステムを使用するこ

とで、情報連携の透明性がここで確保されるとい

うふうに私どものほうは解釈しております。 

○佐藤委員 

 ここのところの個人番号の利用の範囲という書

き方の中の第２項の中にこうなってるわけですよ

ね。このみずからが保有するものを利用すること

ができるということを前提にして、ただしという

形で書いててね、できる場合は、この限りではな

いというのは、よう意味がわからんですよね。 

○田中委員長 

 しばらく休憩します。 

午前10時32分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前10時33分再開 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画政策課長 

 ここの条文は、別表第２の左欄にあげる事務を

処理するために、みずからが持っている情報を利

用ができますと言っておりまして、左欄の事務を

処理するために、もし転入者なんかですと、そう

いった所得情報だとかそういったものが当然知立

市の中ではわかりませんので、そういったものに

ついては連携で、例えば、他市のほうから持って

るところの他市に情報ネットワークシステムを利

用して利用がするということというふうに理解し

ております。 

○佐藤委員 

 これではちょっと私ね、今、企画政策課長はそ

う説明されたんだけれども、この文章をずっと読

んでいて、利用することができると、みずから持

ってる情報を別表２の事務を処理するために、た

だしという形で書いてるもんだから、これは本当

に企画政策課長は、そういうふうに転入者などを

想定してそうした情報ネットワークを使ってでき

るんだということですけれども、こういう書き方

でいいのかなという感じがね、非常にわかりにく

い書き方だなと。それは第２項についてもそうで

すし、第３項についてもそういう書き方になって
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るんですよ、ただしというね。 

 ですから、これはどう読んでも、ただしという

ことがつかなければ、別の言葉ならいいけれども、

ただしということで、ここのみずからが保有する

ものを利用できるということを前提にしながらこ

れを書いてるもんだから、そしてその最後は、こ

の限りではないというふうに締めるもんだから、

本当にこれでいいのかなという感じが私、するん

ですよ。ちっとも理解できんなという感じです。

どうでしょう。 

○企画政策課長 

 この条文の解釈としては、先ほど言いましたよ

うに、まずは持ってるものについては、法のほう

では連携は認めるんですけども、法の中でうたっ

てるものについても、市の中で情報を得るものは

利用に当たりますので条例で定めなければならな

いということで、法の中であっても条例で定めれ

ば、法の中にある別表２にある業務についても、

市の条例で定めたものについては他市と連携でき

るものは委員会規則で定めたものに乗っかってる

ものは他市とも連携ができますよということで、

それに当たっては情報ネットワークシステムをし

て情報のやりとりの透明性を図りたいという中身

だというふうに思っておりますけども、こちらの

条例についても準則的なものは出ておりまして、

それに沿った形で今回あげさせていただいている

ような形になります。 

○佐藤委員 

 この第４条は、個人番号の利用の範囲という形

で記述をされてね、そして、この第１項、第２項、

第３項、第４項という形になってるんですよ。素

直に読んで、そういうふうには受け取れないんで

すけどね。企画部長はどうですかね、これ。どう

見ても、私、理解できないんです。 

○企画部長 

 この第２項のほうを私も企画政策課長と同じ答

弁になっちゃうかもしれませんが、まず順番に一

遍この第２項を解説いたしますと、別表第２のほ

うには他の機関へ特定個人情報を提供できる場合

が定められております。 

 左欄で利用する場合、利用する事務、右欄で提

供する特定個人情報が、それぞれ規定し、この提

供に相当する庁内連携を行うことという規定とな

っております。そのあと、市のほうが情報照会者

兼情報提供者である場合に、庁内で特定個人情報

の授受を行い、情報連携ができるように別表第２

の内容を包括的に規定しております。 

 今から言う、ただしの場合ですが、ただしにつ

いては、情報提供ネットワークを使用して他の個

人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を

受けることができる場合は、情報提供ネットワー

クシステムから取得すべきを規定しておるという

ような中身で私たちは理解しておりました。 

 今のこの言い方、この限りではないというよう

な言葉の言い回し等もありますが、この条例をつ

くるに当たっては、他市等も参考にし、準則とい

うものまでは出ておりませんでしたが、いろいろ

と私どものほうで参考になるものを利用し、この

ような条文をつくったわけでございまして、私ど

ものほうとしては、この内容で理解できるという

ふうには考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この第２項の中で、みずからの情

報を保有できる。それと、ただしからは、ただし

という表現が正しいかどうかわかりませんけれど

も、もっとわかりやすい言葉で、情報提供ネット

ワークシステムがそもそも情報連携だということ

はわかりますけれども、みずからが保有する情報

以外のものですよね、これは要するに。みずから

が保有する情報以外のもので、他の利用実務者か

ら提供を受けなければならない情報ということな

ので、もうちょっと、ただしとか、この限りでは

ないというこの表現の仕方は改めるべきじゃない

かなというふうにもうちょっと、皆さんは行政マ

ンで、そのような理解だということをおっしゃる

けれども、例えば、私もようわかりませんし、一

般の市民が見たときには、全くわからない表現と

いうか、言い回しじゃないですかね、これは。私

は、これで説明受ければ、そういうことなのかな

というふうには思いますけれども、ただしと、こ
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の限りではないというのは、どう見たっておかし

いなと思いますよ。 

 みずからが保有するものを利用することができ

るということになって、ただしでしょう。で、こ

の限りではない。何に対して、この限りじゃない

と言っているのかさっぱりわからないんですよ。 

○総務部長 

 ちょっと法令の書き方ということなので、私が

かわりに答弁させていただきますけれども、ここ

で言ってるのは、番号利用法そのものの成り立ち

というのが個人番号というのを勝手に利用しては

いけないよと。法で定めておる範囲内というのは

各所有者間、自治体間での情報のやりとりやって

るんですけども、それ以外、それを所有しておる

番号、所有しておる自治体の中でも内部で自由に

使ってはいいわけではないと、それを内部で別途

相互利用するためには、別途条例で定めて、その

範囲内で使いなさいよと、そういう枠組みが非常

に複雑にしてある。法の枠組みと条例の枠組み、

条例で自分ところで使う場合についても条例でち

ゃんと枠組みを定めて使いなさいと、そういう決

まりになってるものですからこういう形になって

おる、独自利用という形で。 

 その中で、ここで言ってるのは、自治体の我々

知立市独自として各住民サービスをするのに、そ

の情報利用するに当たって前年度の所得が必要だ

ということになれば、転入者の場合については前

年度の所得ということになりますと、転入してき

たもとの自治体にしか情報がないものですから、

我々自治体で情報持ってないから、そちらから情

報提供ができるわけですけど、それは法の範囲内

で情報の照会者、情報提供者、法の第19条の中で

除外規定、制限の中でできますよということにな

ってるものですから、その法の範囲内でできます

よと。 

 ここでうたってるのは、ただしこの限りでない

ということは、内部で使う場合については条例で

定めてやるんですけれども、外から情報提供して

もらう場合については、法の定めに従ってやるも

のですから、ただし法の定めにあって定めに従っ

て情報を他の自治体から提供を受けることができ

るものですから、その場合については、この条例

の定めじゃなくて法の定めでできるよということ

で、ただし書きでその限りでないということでう

たってるものですから、条文の書き方としてはち

ょっとわかりにくいかもしれませんけど、これが

法令で定める場合に、そういうただし書きという

規定はこういうふうに定めるものですから、ちょ

っとわかりにくいんですけれども、御理解いただ

きたいというふうに思います。 

○佐藤委員 

 だから、ここでだとするならば、法別表第２の

第２欄と、第１項で掲げる事務とするということ

を書いてるわけですよ。そうすると、もう既にこ

の第１項の中に法で定める第19条、情報の制限、

制限以外のものについては使っていいよと。第19

条、収集の制限、これで書いてるもの以外は使っ

てはだめだよという制限がもう既に第１項の中で

うたい込んであるんですよ。そこをさらに、ただ

しという形で書き込むもんだから、おかしくなる

んじゃないですか。第１項の中でうたい込んであ

るんですよ、その事務ということが。当然その事

務は、ここでいくところの情報照会者、事務、情

報提供者、特定個人情報というものを包含して第

110号の事務について指定してるんですよ、第１

項の中で。当然、この法で規定した事務というも

のをやりとりするということは前提として、情報

提供ネットワークシステム利用するということが

前提なんですよ。ですから、ただしというのは、

もっと簡潔に言うならば、要らないんですよ、率

直に言えば。 

 だって今、企画部長が言われたけれども、独自

利用する場合、庁内であったとしても、所管の違

う情報を勝手にやりとりしてはいけませんよと。

だから条例で規定して、その根拠を与えるんだと

いうことがこの条例の趣旨だよね。だから、独自

事務について、第９条第２項に基づいて定めるん

ですよ、今回は。しかし、この条例第２項の中で

他市との連携について、第４条第１項のところで

別表第２の第２欄に掲げる事務ということで、も
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う既に前提として第１項の中でうたい込んでるん

ですよ。そうすると、第２項のただし、第３項の

ただし、これについて屋上屋なんですよ。かえっ

てわかりにくいんですよ、これは。そう思いませ

んか。だって条例で定める必要がないということ

を先ほど総務部長が言ったならば、法で定めたも

のについて、条例で定める必要はないんですよ。

第１項のところでうたってるんだ。 

○総務部長 

 定める必要がないというわけではなくて、条例

でこういう規定を別途定めるものですから、それ

を利用する場合についても条例の範囲内だけでは

なくて、法の範囲でやらなければいけないことも

出てくるものですから、そうしますと、この条例

で定めた事務をやるに当たって、他者から情報提

供を受けることができる法の定めでないと事務が

滞る場合についてはそういうことができるもので

すから、この条例で内部利用についてはこうです

けれども、法の定めによって従う場合については

法の定めによって従いますよという、そういう書

き方のただし書きなので、ちょっとその点につい

ては御理解いただければと思います。 

○佐藤委員 

 それはね、詳しく説明しようという意図なんだ

ろうと思うけど、第４条の第１項でそれはうたい

込まれてます。逆に非常にわかりにくいなという

のが率直な私の印象です。 

 これを消せとは言いませんけれども、第４条の

第１項の中で、２、３についてはなってるんです

よね。ですから、説明が非常に苦しい説明をして

るんですよ。私は、そう思いますけれども、この

第４項についてそう思います。一遍この点につい

て、もう一遍見解を聞かせてください。 

○企画政策課長 

 第４項でございますけども、番号制度の重要な

目的の１つに、国民の利便性の向上があげられて

おりまして、個人番号を利用することにより、各

種行政手続における添付書類の削減をしまして手

続の簡素化を図るものでございます。 

 庁内連携によりまして個人情報を利用できる場

合には、ほかの条例等で義務づけられている書類

の提出を省略できるということをこの第４項のほ

うで規定をさせていただいております。 

○佐藤委員 

 今、第２項、第３項、ただしこの限りではない

と。私は、さっき言ったように、第１項の中で法

が定める別表第２の第２欄に掲げる事務とすると

いう点では、ただし、ただしというところは包含

をされているので、私は屋上屋を重ねてるなとい

う感じがしますけども、非常にわかりにくいんで

すよね、結局のところは。こうすることによって

非常にわかりにくいと。 

 説明を受けて、初めてそういうことなんだなと

いうことはわかりましたけれども、今、副市長、

私の言ってることが正しいかどうかということは

ともかくとして、この点での書き方は非常にわか

りにくい書き方だなと私は思いますけれども、今

のやりとりで、どんな認識を思われたか、その辺

のことについてお聞きしたいなと。 

○清水副市長 

 大変わかりにくいという御指摘については、私

もどうなのかな。私はシンプルに解釈をしており

ました。 

 といいますのは、第４条については条例で定め

る個人番号の利用の範囲というものを定めるため

の規定です。それが前段の２行でそのことを言っ

てます。御質問者の御指摘のように、情報ネット

ワークシステムを使う云々の部分については、も

う既に法で定めておりますから、それは規定しな

くてもいいじゃないかということなんですけども、

この条例は、あくまでも市が行う利用の範囲を定

めてますので、この２行で。ですから、それは法

で定めてますから、この条例の規定の外ですよと

いうことを私は言ってるんだろうというふうにシ

ンプルに考えましたので、そういうことなんだろ

うというふうに思いました。 

 しかしながら、マイナンバー制度そのものが非

常に皆様方がいろいろ関心も高く、いろんなこと

があるわけですので、そういった関連の条例もそ

うでしょうけども、市民の皆様にいろいろお知ら
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せするそういった情報についても、できるだけわ

かりやすく、そういったことに今後も努めていか

なくてはいけないんだろうなということを今の議

論を聞いて感じたところでございます。 

○佐藤委員 

 私は、第１項で十分だなと思いました。 

 それで、この前の本会議でもやりとりがありま

したけれども、まず確認ですけど、この条例はそ

うした行政手続、内部での情報のやりとりを法に

合致するように条例で規定するというものですよ

ね。対市民との関係で、この前、例えば本人確認

ができれば番号がなくともよいとか、窓口で提示

しないとサービスができないものでもないと、今

までどおりで何ら変わらないと、対市民との関係

ではこういうことを言われましたけども、一遍そ

の辺の確認をさせてください。 

○企画政策課長 

 個々の事務についてのマイナンバーカードの提

示の件だと思いますけども、個々の事務におきま

して、個人番号が必要云々というのは、その個々

の事務において主務省令等で必要であるかどうか

というのは多分示されると思うんです。 

 必要である事務であっても、例えば、先日の質

疑でもありましたように、持ち歩くのが不安だか

らということで、窓口にマイナンバーカードをお

持ちでない場合、そういった場合でも行政手続に

おける特定個人を識別するための番号利用等に関

する法律の施行規則の第３条のほうで、基本的に

個人番号カードで確認するか、通知カードプラス

身分証明で確認するかというのが基本になります

けども、その第３条のほうでそういったものが困

難で認められる場合というのがありまして、そう

いった場合には、個人番号利用事務実施者、我々

のほうが地方公共団体情報システム機構への確認

だとか、あと、住基台帳のほうにも載っておりま

すので、そういったところで確認がとれるという

ことになっております。 

 ですから、来庁したときに個人番号カードを持

ってないよという場合でも、ここで言う困難とい

うものに該当させることによって、こちらの実施

者のほうで確認することは可能になります。 

○佐藤委員 

 対市民との関係では、なくても十分と。身分を

証明するものがあれば、住民基本番号ですか、そ

れがマイナンバーと一体のものだということで確

認できるわけですよね、それはそれで。ですから、

それは対市民との関係では提示やそういうことは

要らないということですよね。 

 それで、もう１つお聞きしたいんですけども、

先ほど言われて、いろいろと法が定める別表第２

の第２欄に掲げるという点では、ここの条例の範

囲の中で言うならば、先ほどがあったように、転

入者などの情報を得るために必要な情報と。その

ほかに、例えば、今在住している人たちが自己完

結で済むわけだけども、そうじゃない先ほど言わ

れた転入者などについては、そうした形で情報シ

ステムを使ってアクセスして紹介をすると、こう

いう形になると思うんですけど、ここで言う別表

第２のところの利用というのは、どの範囲の人た

ちを想定したものなのか、先ほど転入者というこ

ともありましたけども。 

○企画政策課長 

 当然、私ども窓口に手続に来られた方、全てが

対象になるかと思います。 

○田中委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午前10時56分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前11時04分再開 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 先ほど言ったように、連携できる事務というこ

とですけども、他の事務実施者と。それは必要な

ときというのは、先ほどの発言の中では転入があ

ったときというようなことが言われました。それ

から、もう１つは、逆に知立市から転出をされて

ね、転入をされた市町において、そうした情報を

知立市について照会するという形での相互の利用

ができるというふうに思うんですけれども、それ
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はここの中だけであればいいんだけれども、この

法の定める別表２のところでやりとりをするとい

うわけですので、どうしたケースがそうした場合、

連携が必要なものなのか、その辺はどうでしょう

か。 

 先ほど、９つの事務の中で、現在６つの事務に

ついては他市との連携が可能だよということも言

われましたので、その辺を含めて御説明ください。 

○企画政策課長 

 先ほど、今回の条例９つの中で、６つが他市と

の連携、提供を受ける予定をしているという話を

させてもらったんですけども、最終的には手続上

のことがありまして、特定個人情報保護委員会の

ほうが規則に定めた項目ということで、現在11項

目的なものをあげておりますけども、ただ、知立

市がこの６項目について独自利用について条例制

定をした上で特定個人情報保護委員会の定める様

式に基づきまして届け出をします。その保護委員

会のほうが、その規則に沿った内容ということで

認めれば、その旨を総務大臣に通知して必要な手

続を経ることによって、初めて情報連携が可能に

なります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今の話はわかりました。 

 そういう場合、先ほど、何遍もくどくて大変恐

縮ですけど、そういう利用する場合ということで、

例えば、転入者ということが先ほど言われたので

ね、どういう人たちが、どんな状態のときにこの

情報の連携が必要となるのか、その辺はどうでし

ょうか。 

○企画政策課長 

 転入してきた場合に、まず初めに、住民の届け

出がされると思います。転入届です。そのときに、

例えばマイナンバーカードをお持ちの方について

は住所記録がありますので、そういった書きかえ

の手続も必要になります。その上で、通常の転入

事務と同じように市民課のほうで該当のいろんな

窓口、いろんな手続に申請に行っていただくよう

な手続になるかと思います。 

 そのときに法の別表２で定める事務については

連携できますし、また、今回条例で独自利用で認

められた事務がもし該当してれば、なおかつ先ほ

ど言いました、その委員会のほうに届け出をして

総務大臣からの認可が受けれれば他市との連携が

できるということになります。 

○佐藤委員 

 そうすると、この知立市に転出入をしない人た

ちにとっては、ほとんどその部分については必要

ないと。必要ないと言うとおかしいけれども、利

用はされないと、こういうことでよろしいですか。 

○企画政策課長 

 メリットとしては、その転入出のときの手続が

簡素化されるということでございます。 

 連携ができない事務については、今までどおり

今回のこの条例にもあげておりませんので、個人

番号は使わずに今までどおりの事務を内部でやっ

ていくということになります。 

○佐藤委員 

 そうした点では、情報のやりとりね、転入者と

限定されたものについて対応できることだなとい

うことがよくわかりました。 

 それで、先ほどの11項目の中で、今回、９の事

務があって、６つについては委員会のほうで規則

ですか、それに合致するよということで総務大臣

が認めればということですよね。これ、条例が成

立して、その後に委員会にかけて総務大臣と、こ

ういう流れになっていくのか。それで初めて連携

ができるということですよね、総務大臣が許可を

得て。それはこの条例の成立との関係ではどうな

るんですかね。１月１日から施行するというふう

にはなってますけれども。 

○企画政策課長 

 今回、知立市において、この条例を認めていた

だければ、６つにつきまして保護委員会のほうに

連携をしたい旨の申請をさせていただくという旨

になります。 

 それから、今後の中でも、今現状は９つあげま

して６つが連携できる事務という中身になってお

りますけども、今後の中で、市の単独事業等々、
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そういった連携を図れるものがありましたら、条

例改正をした中で、そういった連携のほうをでき

る事務については進めていきたいというふうに考

えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、ちょっとわからないんですけど、

ここの９つの中で６つについては連携できる事務

だよということですよね。この３つについては内

部で使うので、情報のやりとりをするのでシステ

ム上のこの整備をせないかんということであった

んですよね。 

 そうすると、この６つについては、ここの別表

の中にも条例の中にもそうした連携情報として扱

うという形の法で定められてるのかもしれません

けれども、特別何かこの６つについて、そうした

連携情報にするという定めは条例上ではなくても

市がこれを連携情報にしようということで審査会

のほうに出して、審査会がこの大臣の許可を得れ

ばこれで可能と、こういうことでしょうか。特別

な規定は、その部分においては連携する情報につ

いては、特別、規定は条例上の規定で、ここは連

携情報ですよという規定はなくてもいいんですか

ね。 

○企画政策課長 

 今回の条例は、９つの事務について個人番号を

利用するという定めになりまして、この中では連

携するという中身でございませんでして、例えば、

連携をするということは、そういった個人的な所

得情報とかそういったものも必要になってる事務

ということでございますので、例えばその１つが

認められないとしても、庁内の事務としてもそう

いった個人番号を利用しての事務ということで計

上をさせていただいておりますので。 

 ただ、この６つにつきましても、規則の具体的

例、こういった事務が連携できる事務というもの

を確認させていただいた上で、この６つをあげさ

せていただいておりますので、委員会のほうに所

定の手続をすれば連携ができる事務であるという

ふうに認識をしております。 

○佐藤委員 

 特別、連携する事務について、連携しますよと

いう規定を特別、条例の中でうたわなくても法的

に可能であるということですよね、今言ったこと

は。単純にあえて連携する事務、連携しない事務、

認められなければいけないという前提があるにし

ても、それは連携が必要だという事務について担

当の中で、市のほうの内部で決定し保護審査会で

オーケーを出し、国のほうの承認を得ればこれで

利用できると、こういうことで、特別その連携す

るものについて、条例でこれは連携しますよとう

たわなくてもいいということですよね。 

○企画政策課長 

 全部それは連携できる事務として法律のほうで、

先ほども言いましたが、特別個人情報保護委員会

の規則で定める事務という内容がありますので、

法律のほうでそれは認められていると思います。 

○佐藤委員 

 それで、もう１つお聞きしますけれども、行政

内部でこういうことをやっていくわけですけれど

も、この前の質問の中で、一瞬にして情報が出る

わけではないと。必要な情報を検索をしながら事

務行政手続を進めていくということを言われたん

ですよね。 

 例えば、今回のここは大枠の話の中で大変恐縮

ですけども、２番目のところ、例えば第３条のと

ころ、母子家庭の医療費の支給条例というものが

ありますよね。市民の方は、条例の中に様式とい

うことで申請書というのがありますよね。市民の

方は本人確認をした上で、従来と変わらず申請書

を書くんですよね。書いて、その申請を受理をし

て、この方についていろんな情報を集めて手続を

踏んで、この方は支給できる方だなということを

確認をし、支給ということに至るこのプロセスが

ありますよね。 

 これは今現在は、ちょっと企画政策課長に聞く

のは、福祉の関係なので、ほとんど福祉の関係し

か載ってないので、どういう手順でこれは進めて

いくのかと。これがマイナンバーを利用して今回

条例で定めたような申請なり、必要な規則で定め

るような情報を得て確認をし、受理をして、その
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支給に至ると。その情報確認した結果として該当

しないという方も当然出るわけだけど、今そうし

たことをそれぞれの必要な情報を各所管にまたが

ってる情報をもちろん自分の課のところもあるか

もしれませんけども、税の情報だったら税務課と

いうような形で、これを収集をしてやるわけでし

ょう。今どういうふうになるのか、それが今度、

マイナンバーというものを今回条例でやったとき

にどう変わっていくのか、その辺はどうなんでし

ょうか。 

○企画政策課長 

 個々の手当だとかいろんなものに関しては、当

然今までは申請書をいただきまして所得証明が必

要であれば所得証明、いろんな添付書類をそろえ

ていただくと。マイナンバーが利用できて、その

情報が内部でも利用可能なものが利用できるとい

うことになりますと、わざわざ市民の方がいろい

ろこういった書類をそろえていただかなくてもそ

れの情報が得られると。 

 支給の決定だとかそういったものについては、

ちょっと直接事務に携わったことはないんですけ

ども、その日に、例えばあなたの手当は支給決定

しますということは、多分してないと思うんです

ね。いろんな書類を得た中で支給該当要件に該当

するかしないかによってそういった本人宛に、あ

なたは支給をします、あなたは非該当でしたとい

うことで即日に決定事項というのは多分している

業務は少ないかと思いますので、そこら辺に関し

ては今までの事務の流れと同じになるということ

で、本人がいろいろそういった書類をそろえる手

間が省けるという中身になるかと思います。 

○佐藤委員 

 本人はそうした証明書類がなくてもいいと。た

だ、その証明書類もほとんど庁内で調達できるも

のばかりなわけですよね。ただ、それをとらなく

てもいいと。その点では、確かにそのとおりかな

と。 

 行政手続をする側は、どういう形になるんです

か。例えば、今の母子医療の場合だと、申請書の

中に、そもそも申請書が要るんですよね。 

○企画政策課長 

 マイナンバーによって申請書が不必要になると

いうことはありませんので、あくまで申請書は提

出をしていただくということになります。 

○佐藤委員 

 それで、もう１つは、先ほど言ったように、瞬

時にしてその必要な情報が集まるものではないと

いうことなので、それぞれにまたがった情報をこ

の規則でいろいろその事務ごとで必要な情報だと

か応答だとかそういうことが載ってますよね。 

 それはそれぞれのところで、例えば、受けた側

が１カ所でもってそれぞれの条例で定めた情報を

引っ張り出して検索して妥当かどうかということ

を確認するって、そういう作業を１カ所でやると

いうことですかね、１人の方が。今までも一緒だ

ったけども、その辺どうでしょうか。 

○企画政策課長 

 例えば、必要な情報が税だとか住基関係、いろ

んな情報が必要であれば、手続上には個々の情報

というのは各団体で今までどおり持っております

ので、税情報については税務署ということになれ

ば手続上は担当者がそのマイナンバーを使って税

情報、住民情報が欲しければ住民情報という形で、

端末で一遍に母子家庭医療に関する情報全てとい

うものでの取得はできないですけど、１つずつ多

分、この人の何の法律に基づく何の事務に関して、

この税情報が欲しいとか、そういった形での手続

になりますので、一瞬に全体がすぽっと出てくる

んではなくて、ただ順番にやればそれぞれ欲しい

情報が出てくる状態にはなってるかと思います。 

○佐藤委員 

 もう１つだけ確認させてください。 

 例えば、そういう申請書の中には今までと変わ

らないということなので、当然のことながら、そ

こにマイナンバーを記入するだとか、そういうこ

とはないわけですよね、今までと変わらないと。

ここだけ確認させてください。 

○企画政策課長 

 個々の事務によって、それが必要だというふう

になれば、当然マイナンバーという番号を書いて
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いただくんですけども、先ほどの質問でありまし

たように、もしカードを持って来てない場合には

困難な場合というものになれば、こちらの実施者

のほうで住基カード、もしくは委員会の、機構の

ほうにその番号を照会できるということになりま

すので、その照会した番号、もしくは持ってきた

カードの番号でその申請書のほうには記入をして

いくという形になるかと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、申請書にはマイナンバーの記入を

できる書式にこれから変えるということですか。 

○企画政策課長 

 個人番号を利用する事務については、様式上も

個人番号欄を設けていくという形になるかと思い

ます。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第60号について、挙手により採決します。 

 議案第60号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって議案第60号 知立市

個人情報の利用に関する条例の件は、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 議案第61号 知立市議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 案件の一覧表をもらいましたけれども、この中

のところでちょっとお聞かせ願いたいなというふ

うに思いますけれども、改正内容という点で、被

用者年金制度の一元化を図るために厚生年金法等

の一部改正する法律による共済年金と厚生年金の

一元化に伴い、地方公務員災害補償法施行令が一

部改正されたと。 

 改正された内容ですけれども、年金一元化に伴

う特例措置が設けられた給付等に関し、規定の整

備を行うものという形で書いてますけども、この

辺のことを説明してください。 

○総務課長 

 今回の法改正によります条例改正についての部

分で、この特例措置に係る部分というところでご

ざいますが、ここにつきましては、年金たる補償

の年額に他の法令による給付との調整を図るとい

う部分での特例措置に関して規定の整備を行った

ものでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、共済年金が厚生年金に一本化され

たということですよね。現在でも公務災害やって、

優先的には国民年金法だとかそういう形の年金の

支給が第一義的にやられますよね。その上で、公

務災害という形で、ここの別表のところに掲げる

割合に応じて基礎額ですかね、ちょっとその辺、

確認したいと思うんだけど、それに乗じた額を支

給をすると、いわゆる併給支給と。そのこと自体

が特例措置ということなんでしょうか。 

 私は、従来も併給支給はこの条例でなされてお

るのでね、年金一元化で何か特例措置が設けられ

たのかなというふうに思ったんですけど、併給調

整そのものが特例措置だと、こういうことでしょ

うか。 

○総務課長 

 法律上の特例措置という部分につきましては、

一元化を図るための厚生年金保険法の一部改正に
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伴いまして地方公務員災害補償法施行令における

年金たる補償及び休業補償について当該補償の受

給権者に同一の事由による厚生年金保険法の支給

される場合の調整ということでございます。 

○佐藤委員 

 今回、年金一元化という形で、とりわけ共済年

金について厚生年金に保険料率を合わせたり、１

階部分、２階部分についてもフラットにしていく

と。さらに公務員の場合は３階部分があったわけ

ですよね。それについては、これは廃止をすると

いう形で、全体としていいか悪いかということは

別にして、実態として共済年金をぐっと負担が一

方でふえながら、一方で給付が下がるという形に

なるわけですよ。そのことが今回の年金法の改正

で、そうしたことが実際問題として影響するのか

どうか、その辺はどうなんでしょうか。 

○総務課長 

 まず、今回の条例につきましては、地方公務員

災害補償法において地方公共団体は条例で職員以

外の地方公務員のうち、法律による公務上の災害、

または通勤による災害に対する補償の制度が定め

られないものに対する補償の制度を定めなければ

ならないという中で、議会の議員その他非常勤の

職員に対する公務上の災害、または通勤による災

害に対する補償に関する制度を定めた条例でござ

います。 

 その中で、平成27年10月から公務員が加入して

いた共済年金の制度が厚生年金制度に統一された

ことに関連して改正を行うものでございますが、

これまでの補償の内容というところの部分につい

ては変更は特にございませんので、併給調整をあ

わせまして現行の状態と何ら変わるものではあり

ません。 

○佐藤委員 

 それで、こちらの参考資料ですけれども、実態

としては何ら変わらないということですけれども、

ちょっと説明をお願い。 

 附則でこの併給調整がうたわれてるということ

ですけども、年金たる補償の額はということでず

っときてね、４段目に、この年金たる補償の年額

に同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に

応じて同表の中欄に掲げる法律給付、右欄に掲げ

る率を乗じて得た額という形になってるんですよ

ね。年金たる補償の額というのは、これは現に公

務災害やったと。そして、国民年金なり、厚生年

金なり、自分が加入しておって権利があるものと、

そういう形で公務災害やったときに受ける額を指

して年金たる補償の額というふうに言ってるのか、

条例の何条かで市長が定める補償基礎額というも

のがありますけれども、この乗ずるものは年金た

る補償の額というのはどういうことかなというこ

とですけど、ここのところをちょっとわかりにく

いので説明してください。 

○総務課長 

 制度的な中身については、よく存じ上げないと

ころもあるんですけれども、ここで言う年金たる

補償の年額というところにつきましては、例えば、

障害補償年金、受給されるに当たって裁定された

年額という解釈でおります。 

○佐藤委員 

 そうすると、その点では、例えば厚生年金の場

合は厚生年金のものという形で適用されるわけで

すよね。 

 ちょっとここの表について、細かい条文の中身

はともかくとして、説明願いたいんですけれども、

従来、改正前のところは基本的にはそのままスラ

イドをしてると。スライドをして左側にいってる

ので順番は入れかわってるものだからあれですけ

れども、さらに今度の一元化でなった部分がここ

に入り込んできて、順番が逆になってるという感

じなんですよね。 

 そういうことなんだけれど、ここに議員、それ

から非常勤職員、その他ということになってます

けれども、議員の方、非常勤職員、さまざまな経

歴やさまざまな年金に対応されてきたという経緯

がそのことを前提にして今回、年金一元化もここ

でうたってるわけですよね。だと思うんです。 

 今までは、右欄のところの改正前のところで対

応できたけども、一元化になったので、さまざま

な経歴や加入した年金の経歴によって、そういう
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人たちにも対応せないかんということなんでしょ

うか。ちょっとわかりづらいですけど。 

○総務課長 

 まず、今回の改正の表の中身につきましては、

あくまでも共済年金の制度が厚生年金制度に統一

されたことに伴う改正でございますので、その部

分について明記をさせていただいておるというこ

とでございます。 

 それから、後段おっしゃられた部分につきまし

ては、やはりそれぞれいろんな年金に加入される

ことが想定されますので、これまでどおりさまざ

まな年金制度との対応について調整率を定めてあ

るということでございます。 

○佐藤委員 

 そこでお聞きしたいんですけども、議員や非常

勤職員、ここで対象となる人たち、かつて公務災

害というような形で従前の改正前の部分において

適用になった人たちはおみえですか。 

○総務課長 

 私も古くから過去をさかのぼったわけではござ

いませんが、近年の状況を見ましても、この年金

の受給に関する対象者というのはございません。 

 ただし、災害補償といった面では、やはり臨時

職員並びに非常勤特別職である職員の方々につい

ては、けがですとか、そういったことでの補償は

実績としてはあります。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第61号について、挙手により採決します。 

 議案第61号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって議案第61号 知立市

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第62号 知立市税条例の一部を改正する条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 市税条例の改正ということで、参考資料ですけ

れども、お願いしたいなと。 

 ここの徴収関係というところが改正の内容と。

この前、本会議でもありましたけれども、これが

４月１日からという形になりました。この内容が

改正された背景についてお知らせを願いたいなと。 

 というのは、延滞金についても、かつて14.6％

だったかな、14.7％だったかな、これが過去にそ

の新たなものが遡及はしないけれども、新たに発

生したものについては、たしか9.3％だったかな、

いろいろ中身がありましたけれども、そういう形

とか、３カ月以内であればさらに何％とか、そう

いう改正がありましたよね。長らくそうした延滞

金についても改正がされずに、ペナルティー的な

重い延滞金が科せられてきた。しかし、それも緩

和をされたわけです。 

 今回またそうした意味において、納税猶予等を

含めて換価の猶予、これが追加をされたと。この

背景はどういうことでしょうか。こういうものが

改正されてくるということは。 

○税務課長 

 まず、改正になりました背景としましては、国

税徴収法のほうでこういった徴収猶予等の改正が

ございまして、それに基づいて地方税法のほうで

もこういった改正を不公平感が出てはいけないと
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いうことでされたことによりまして、その地方税

法の改正の中身で細かい規定については条例で定

めなさいという規定が設けられましたものですか

ら、今回それにつきまして条例のほうで細かい部

分を決めさせていただいたというようなことにな

っております。 

○佐藤委員 

 確かに、法律が国税徴収法のほうが改正をされ

たという中身ですけど、この改正された中身は、

昨今そうした滞納される方たちが全国的に増加を

してるし、なおかつ14.6％か14.7％の延滞金につ

いては大変重たいと。ペナルティー的な側面で税

金は等しく納めないかんという側面があるにして

も、そういう中身の中で緩和をされたと。 

 やっぱりこの滞納者の増加等含めて、その納税

者の状態悪化を反映した中身ではないかなと私自

身は受けとめてますけども、そんな受けとめ方は

ないですか。 

○税務課長 

 そういった側面も当然あると思います。 

 ただ、やはりこういった徴収猶予とか換価の猶

予というものにつきましては、大口で一括して納

めるのが納められないと。 

 特に、この規定の中にも担保が必要であったり

とか、そういったものもございますので、非常に

大きな資産を持ってみえる方が、例えば滞納で一

時的にそれを猶予してほしいとか、そういったと

きに使われる類いの制度だというふうに認識して

おりますので、特に知立市においても、大口の滞

納者の方みえるんですけども、やはり生活に困窮

して滞納に至ってしまってみえるという方が非常

にパーセンテージ的には多いと思いますので、そ

ういった意味からは、こういった徴収猶予とか換

価の猶予自体はなじみにくいのかなというふうに

私自身は思っております。 

○佐藤委員 

 これが担保が必要な条件と、徴収猶予、換価の

猶予。もうちょっと、改正前と改正後とこういう

形になっていますけど、中身をどういうふうにな

ったのか、この辺、もうちょっとわかりやすく説

明してください。 

○税務課長 

 改正の主な中身なんですけども、今まで徴収猶

予にしましても換価の猶予にしましても、担保が

50万円を滞納額超えるようであれば提供が必要だ

ったわけなんですけども、これは先ほど佐藤委員

がおっしゃられてみえたように、拡大になりまし

て、猶予額としては100万円以上で期間が３年を

超える場合に必要というふうに改正をするように

いたしました。 

 それからあと、本人が申請をする場合に訂正が

必要な場合は二十日以内に出してくださいよとい

う決めをつくったり、あと、今まで細かい規定が

なかったんですけども、条例によって分割納付を

する規定を設けましたという部分がございまして、

あと、徴収猶予の期間が延長する場合の取り扱い

とか、あと、資産とか収入等の状況を示す書類等

を提出していただく中身について条例等で細かく

決めておるような形です。 

 それから、新たに今まで換価の猶予につきまし

ては職権でしか適用がなかったんですが、今回か

ら換価の猶予につきましても、申請でも対応がで

きるようにということで改正をしております。 

○佐藤委員 

 徴収猶予、換価の猶予と。要するに、差し押さ

えて競売も知立市もやられてますよね。そうした

ものについて、例えば、事例としてあるかどうか

ということは別問題として、例えば、御商売をや

っていて、車なりそういうものが商売を継続する

上で必要なもの、そういうものが押さえられちゃ

ったと。そういうものは押さえていいのかどうか

ということもどうなってるのか、ちょっと確認し

てませんけれども、そうした場合で、例えばそう

いうものがないと商売があがったり、継続できな

いというような場合などについて、100万円を超

えると、担保がなくなればそうした点で猶予を与

えてもらえると。ただし、金額によっては一挙に

返せないものだとかそういうものはさまざま出て

くるので、この期間だけで対応できるかという問

題はあるにしても、そういうことが換価の猶予と
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いう形で申請に基づき、今までは市が職権でとい

うことで、この人はこういうことだからというこ

とでもって換価の猶予をするだとかということで

あったけれども、今度は申請という形ですよね、

この要件に合致すれば。 

 そういうことですけど、そうした点で、一歩前

進だなというふうに私は思いますけれども、実際、

市の場合は、徴収猶予や換価の猶予を実態として

どのような形でやってるんですか。 

○税務課長 

 ここ数年では本当になくて、昨年は換価の猶予

が滞納整理機構の関係のものですね、１件あった

ということで記憶しておるぐらいで、ほかほとん

どないようなものが実態であります。 

 このなぜかという部分なんですが、やはり徴収

猶予に関しましては、取り消しの要件ということ

で新たな滞納が発生すると、その段階で取り消し

事由に該当してしまいますものですから、これを

適用する場合には、確実に換価が約束されるよう

な、換価とか納税のほうが約束できるという裏づ

けがとれないと、なかなか適用しにくいという側

面がございます。 

 あと、例えばそれが適用したとして守れなかっ

た場合は、当然、徴収猶予、換価の猶予にしても

そういった財産とかを、ある程度確認させていた

だいた上で適用させていただいておるものになり

ますので、これが守られなかったときは、即座に

差し押さえとかいうことになりかねないものです

から、私どもとしましては、やはり納税者の方々

を窮地に追い込むということはしたくないもので

すから、これを適用した場合、もし守れなかった

場合は、そういった側面もございますので、慎重

に適用しなければいけないということで確実性の

あるものしか今のところは対応できないものです

から、非常に件数が少ないというのは、そういっ

たところでなってしまっておるという説明になっ

てしまいます。 

○佐藤委員 

 ということは、換価の猶予等を含めて、非常に

件数が少ないということですけれども、差し押さ

えをしたら払う見込みがないなということである

と換価するわけですよね、実態としては。 

 だから猶予される方は、分納なり払う誠意があ

り払えると。見通しの方については一定期間につ

いて猶予はするけれども、それ以外についてはど

んどんお金に変えていくと、こういうやり方です

よね。 

○税務課長 

 そういうわけではなくて、換価の猶予にしても

徴収猶予にしても、やはり納税をいただけるとい

う確約のもと、させていただくものになりますの

で、そういったことが資産状況が余りはっきりい

ろんなものを持ってみえない方に関しましては、

やはり納税相談の中で実際の生活の中で、お給料

だとかそういったものの中からどういうふうな形

で納税いただくかという細かい部分での話をして

進めていかざるを得ないものですから、こういっ

た形で徴収猶予というものを適用しますと、やは

りそれはそれなりに私のほうで説明はしなかった

んですけども、これは適用になりますと差し押さ

えが解除できたり、延滞金の免除があったりとか、

そういった恩典がありますので、認められればそ

れなりの納税者に対して非常に優位な部分もある

わけなんですけども、逆に守られなかったときは、

即差し押さえということになってしまうのは、そ

ういった意味からしてもやむを得ない部分なのか

なと思います。 

 そういった資産状況がしっかりしてない方につ

いては、納税相談でその方の生活を脅かさないよ

うな形で御納税を進めさせていただくような形で

対応しておりますので、お願いいたします。 

○佐藤委員 

 もちろん払えていければ一番いいわけだけども、

実態としてはなかなかという人たちも多いのが実

態で、そこへどれだけ寄り添ってやるかというこ

とですけれども、それで、先ほど徴収猶予及び換

価の猶予に関する担保提供額及び分割の規定、延

長の規定等を整備するものという形で、条例だけ

読んでると何が何だかさっぱりわからないという

ことですので、この辺の分割の規定、延長の規定
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等を整備するものと書いてるのでね、現状と、ど

のように変わったのかということについて、ちょ

っとお知らせください。 

○税務課長 

 非常に条例だけを見ると非常にわかりにくいよ

うな形でございますが、まず、第10条においては

徴収猶予についての状況によって分割して納付さ

せることを定めておりまして、納期、分割金額に

ついて定めております。 

 それから、第10条第２項については、期間延長

について第１項の規定の準用を認めるようなこと

が記載されておりまして、第11条については、地

方税法に定める徴収猶予該当事由に適合する場合

に、申請時に取り決める事項の内容について定め

ております。納付できない事情の詳細とか徴収金

の年度、税目、納期、金額、猶予を受ける金額と

か、あと、猶予を受ける期間、分割の方法、分割

の金額とか、あと、猶予額が100万円を超え、期

間は３カ月を超える場合には担保の種類や数量だ

とか、保証人の情報等を記載しなさいということ

が定められています。 

 第２項においては、地税法に定める徴収猶予該

当事由に適合する場合に、申請時に必要となる書

類についての定めがざっと書いてございます。 

 第３項につきましては、地方税法に定める徴収

猶予該当事由に適合しない場合に、申請時に取り

決める事項内容について定めております。一時に

納付できない事情の詳細とか、先ほど第11条の中

で述べたような条件に該当するような事項につい

て、準用して記載されております。 

 第４項については、地税法に定める徴収猶予該

当事由に適合しない場合に、申請時に必要となる

書類についての決めがございます。 

 第５項につきましては、徴収猶予、期間延長に

関する取り決めの事項について記載がされており

ます。 

 第６項については、徴収猶予の期間延長となる

場合の書類の説明と、あと、第７項については徴

収猶予申請書の提出等の期間が二十日であるとい

う決めがございます。 

 第12条につきましては、職権の換価の猶予につ

いての取り決めが書いてございまして、第12条に

は職権による換価の猶予については、第10条第１

項の準用について定められております。 

 それから、第２項につきましては、職権による

換価の猶予に必要な書類、これにつきましては、

先ほど第11条の第２項で述べたような財産とかそ

ういったところの書類等についての決めを書いて

ございます。 

 それから、第13条につきましては、申請による

換価の猶予についての記載になっております。申

請による換価の猶予が６カ月以内に申請が必要で

あることとか、第２項については、先ほどの第10

条第１項に規定されておりますように、分割して

納めることについての準用規定がここに書いてご

ざいます。 

 それから、第３項につきましては、換価の猶予

についての取り決める事項、内容について記載が

してございます。 

 第４項についても、申請による換価の猶予の期

間延長に必要な書類についての決めが書いてござ

います。 

 第５項につきましては、期間延長の決定に必要

な取り決め事項について記載がされております。 

 第６項については、申請による換価の猶予の訂

正の提出期限が二十日という記載がございます。 

 それから、第14条については、担保を通さなく

てもよい場合ということに規定がちょっと書いて

ございまして、以上のような形で、地税法に定め

られておりまして、条例の中で定めなさいと言っ

ておる部分について規定をさせていただいており

ます。 

○佐藤委員 

 今の話だけではさっぱりわからないと。もうち

ょっと具体的にね、例えば、第10条の第１項のと

ころであれば、当該の猶予を受ける者の財産、そ

の他の状況から見て合理的かつ妥当なものに分割

納付し、また納入させることができると。この場

合において、分割納入し、または納入すべき徴収

金の各納付期限及び納付期限ごとの分割額を定め
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るものという形でなってるわけですよね。これは

徴収猶予にかかわる分割納付ということですよね。 

 今までは、こういう規定は現実問題として余り

徴収猶予とかそういうことはなかったということ

ですけれども、こうした規定はない中で、例えば、

分割納付してくださいよということだったのか、

これが今回、法も変わり、徴収猶予にかかわる部

分については、きちっと条例でこうした規定をし

て、きちっと払ってもらおうと、こういうことで

すよね。 

○税務課長 

 佐藤委員のおっしゃっているとおりだと思いま

す。細かくこういった規定を設けて、きちんと適

用になった場合については、それに基づいて納付

をいただくということで、こういった定めをさせ

ていただいておるような形でございます。 

○田中委員長 

 ここで午後１時まで休憩します。 

午前11時55分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後０時58分再開 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 先ほど私のほうで、条例の改正により、どのよ

うに変わったかの説明をさせていただいたんです

が、ちょっと不明瞭な点がございましたので、補

充説明をさせていただきたいかと思います。 

 まず、変わった点でございますが、徴収猶予に

つきましては、徴収猶予の期間１年、最大２年延

長が可能なんですが、これについては変わってお

りません。それから、新たな督促、滞納処分の禁

止、これについても変わっておりません。 

 担保で50万円を超える場合、必要だったものが

猶予額が100万円以上で、期間が３カ月を超える

場合という形に拡大いたしました。 

 それから、本人の申請により徴収猶予の適用の

申請をしていただいておったんですが、これにつ

きましては訂正が必要な場合は、二十日以内に届

け出るようにということが追加されました。 

 それから、今まで規定がなかった部分でござい

ますが、条例による分割納付の規定、猶予期間の

延長の場合の取り扱い、それから、資産収入等で

条例で定める資料の提出等について細かく規定が

なされました。 

 続きまして、換価の猶予についてでございます

が、猶予期間１年、最大２年まで延長化という部

分については変わっておりません。 

 それから、新たな督促、滞納処分の禁止につい

ても変わっておりません。担保50万円超で必要と

なっておりましたところにつきましては、100万

円以上で期間が３カ月を超える場合という形に改

正をします。 

 それから、今まで職員による職権により適用し

ておった部分についてですが、職員の職権に加え、

納付期限から６カ月以内に本人による申請により

可能となりました。 

 それから、訂正が必要な場合は、二十日以内に

提出が必要というところも盛り込まれました。 

 それから、今まで規定がなかった部分でござい

ますが、条例による分割納付の規定、それから、

申請の場合に猶予期間延長の場合の取り扱い、そ

れから、資産収入等、条件で定める場合の資料の

提出について細かく規定をしたというところが改

正内容でございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そういう形で徴収猶予、また、換価の猶予とい

うことで、申請ということですね。担保について

は、100万円を超えなければ担保が要らないと。

その期間についても３カ月という期間の限定もな

いということですよね、基本的には。最大２年と

いうものがあるけれども、そういう形でなると。 

 それで、申請ということなので、そうした皆さ

んへのこの前の本会議の答弁では、そうした適用

ではなくて、しっかりと早く払ってもらって、生

活を再建することが大切だというような趣旨の発

言もありましたけれども、今回こうした条例規定

がされるわけですので、そうした皆さんについて

は、申請ということがやっぱり当然ＰＲするなり、
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案内するなり、そういうことはされるんですよね。 

 ただ、その場合において、申請をして、この申

請が猶予する条件、換価の猶予ということが、そ

の人のそれをしなければ著しく生活を圧迫するよ

うな状況が認められなければだめだけれども、そ

うした申請は、当然のことながら案内はされるん

ですよね。 

○税務課長 

 特に徴収猶予、換価の猶予に関しましては、一

般の方に対してのそういう広報とかそういったも

のは考えておりませんので、特にそういう事案の

方に対しては、そういう御説明もすることは必要

かと今後については考えておりますので、そうい

った対応で図ってまいりたいと思います。 

○佐藤委員 

 ぜひですね、納めてもらうことが大事ではあり

ますけれども、その滞納されてるお一人お一人の

条件に応じてその生活との関係の中で、そうした

ものが必要だと認識をされる納税者の皆さんがみ

えた場合、きちんと申請をしてもらうと。 

 ただ、申請をしてね、それが申請が受理をされ

るかどうかというのは、また別の問題ですけれど

も、きちっとそうした皆さんには案内をしてほし

いなというふうに思いますので、よろしくお願い

したいというふうに思います。 

 それで、もう１つ聞きますけれども、今回、新

たに担保額の提供、分割の規定、延長の規定とい

う形で、今までなかったものが条例の中に盛り込

まれたわけですよね。今まで徴収猶予、換価の猶

予というのは余り事例がなかったということでは

ありますけれども、今まではどうされていたんで

すか、こうした場合、もしも職権でそういうこと

をやるということの場合においては。 

○税務課長 

 今までも申請書等に記入いただいて、それによ

り財産状況等を調査させていただいた上で、適用

になる方には適用という形で対応させていただい

ておりましたので、今までと何ら方法はそう変わ

らないんですけども、細かい分割がこういった方

法にのっとらなくてはいけないとか、そういった

ことがありませんでしたものですから、ある程度、

職員の判断でやってる部分がございましたもので

すから、そういったところに関しましては、今回

の条例により、きちんと定められた手法にのっと

ってやっていく形に変えていくことになると思い

ます。 

○佐藤委員 

 それで、もう１つお聞きしますけれども、その

下の市民税等、固定資産税ありますけれども、行

政手続における特定の個人を識別する番号利用に

関する法律ということで、市税の申請書等に個人

番号、または法人番号を記載することとする等の

規定の整備をするものということですけども、こ

の申請書類というのは、例えば、具体的にはどう

いうものですか。 

○税務課長 

 主に申告書の類いとか、あとは資産でいけば軽

減関係とか、あと、減免等の書類、そういったも

のが中心ということになりまして、今、25の項目

について一応あげさせていただいているような形

になっております。 

○佐藤委員 

 そうすると、申告書の関係ということだと、例

えば、確定申告がありますよね。私も確定申告す

るわけですけど、その場合の申請書を確定申告す

る場合には、必ずこれは個人番号、また法人番号

を記載するということですよね。これは義務とい

うふうになってるんでしょうか。 

○税務課長 

 今おっしゃってみえるものが、総務省の自治税

務局のほうの書類がございまして、こちらの中で

細かい規定がございまして、必ず書かなければい

けないもの、それから書く必要のないもの、書く

ように協力するものというふうな形で、二重丸、

丸、ペケというような形で書類がございますので、

これに基づいて記載のほうをお願いしていくこと

になります。 

 申告書ではないんですが、給与支払い報告書等

につきましては二重丸になっておりますので、記

載のほうは必ずしていただくような形になってお
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ります。 

○佐藤委員 

 給与支払い、税の関係もありますのでそういう

ことだと。そうすると、今、25の事務ということ

を言われましたよね、申請書ということを言われ

ましたけれども、25の中で二重丸、丸、ペケとい

うふうに言われましたけれども、二重丸は義務づ

けされていると。丸については、これは任意です

かね、望ましいという範囲であるのかどうか、そ

の辺はどうでしょうか。 

○税務課長 

 二重丸は地方税法施行令、地方税法施行規則で

記載の内容、または様式を規定しており、当該規

定において番号の記載をすることとしている手続

となっております。 

 丸につきましては、地方税法施行令、地方税法

施行規則で記載内容及び様式の規定はないが、番

号を記載すべき手続、条例等で規定や様式の定め

があれば改正が必要という項目になっておりまし

て、バツは番号の記載を要しない手続という形に

なっております。 

○佐藤委員 

 その今の説明が聞いただけではさっぱりわから

ないというのが実情です。ですから、25の申請が

ある中で、丸、バツ、三角というものについて一

覧表で、ぜひお出し願えたらなというふうに思い

ますけども、いかがでしょうか。 

○税務課長 

 今そういった形で、きれいにはまとまっていな

いんですが、符合するものかどうかというところ

をまとめまして、提出できればさせていただきた

いと思います。 

○田中委員長 

 今の資料について、請求する。 

○税務課長 

 ちょっと今、一覧表になっておるものが、国の

出しておる基準のものと、私のほうで拾い出した

今回の条例のものと符合しておりませんので、そ

こできちんと合わせられる作業ができれば御提供

できるかと思います。 

○田中委員長 

 しばらく休憩します。 

午後１時09分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後１時10分再開 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 今、佐藤委員のほうから要請のあった書類につ

いて、当局のほうは整理次第、出せるということ

でよろしいでしょうか。 

○税務課長 

 照合作業をしてみないとわからないんですが、

出せると思います。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第62号について、挙手により採決します。 

 議案第62号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって議案第62号 知立市

税条例の一部を改正する条例の件は、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 議案第63号 知立市消防団条例の一部を改正す

る条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第63号について、挙手により採決します。 

 議案第63号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって議案第63号 知立市

消防団条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第64号 知立市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 先ほどの条例と大変似てるわけですけれども、

１つ確認をしたいわけですけども、いずれにして

も、年金の一元化に伴う措置だということであり

ます。 

 それで、先ほども私、聞きましたけれども、従

前の中身プラス年金の一元化ということでありま

して、とりわけ共済年金等が厚生年金に一元化さ

れる、保険料が上がることや給付が下がっていく

ことを含めてベースそのものが、例えば、公務災

害やって、第一義的に年金のほうの給付を受ける

といった場合、ベース全体が下がる中で、そのパ

イが下がるんじゃないかという疑問がちょっと出

ましてね、その辺はどうなんだろうと、こういう

ことなんですよね。 

○安心安全課長 

 全体のパイが下がるというのは、今回のこの条

例と直接的には私どもはわかりませんが、この条

例の改正の内容につきましては、国の消防庁のほ

うから年金一元化に伴いまして傷病補償年金、障

害補償年金、遺族補償年金及び休業補償について

の調整率を改定するものでありまして、その率を

今回この条例のほうに提案させていただいたとい

うことになりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○佐藤委員 

 それで、参考資料のほうですけれども、例えば、

改正前の傷病補償年金というものが併給の中身が

真ん中に書いて、給付を受けたる年金たるものに

掛ける割合が0.73という形になってるんですよね。 

 それで、今回の改正が傷病補償年金というもの

がありますけれども、左の欄のところに傷病補償

年金、ここでは第18条の２に規定する公務上の災

害にかかわるものを除くという形で、その割合が

同じ中身になってるんです。 

 もう１つは、この２のところで傷病補償年金第

18条の２に規定する公務上の災害にかかわるもの

に限るという２つに分かれて記載がされてるんで

すよね。この辺は、１のところは割合が変わりま

せん。ところが、２のところは、第18条の２に規

定する公務上の災害にかかわるものに限るという

形で、これが0.82になってるんですよね。この違

いはどういうことかなということですけれども、

この辺ちょっとわかりやすく御説明願えるといい

なというふうに思うんです。 

 もう１つ言うならば、改正後の0.82のところに

括弧つきで、第１級または第２級の傷病等に該当

する傷害にかかわる傷病補償年金にあっては0.81

という形で、全体としては割合が上がるのかなと

いうふうに思いますけれども、この辺の説明、ほ

かのところもそういう書き方になっておるんです

よね。ですから、その辺のことを説明書では、従

来の調整率と異なる調整率を用いるものとすると

いう形で説明がされてますけれども、これを見た

だけでは何のことかさっぱり私、わかりませんの
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で、ちょっと御説明願えたらなというふうに思い

ます。 

○安心安全課長 

 知立市消防団員等公務災害補償条例の第18条の

２というところの中におきまして、消防団員は火

災の鎮圧、暴風、豪雨、高水、高潮、地震、津波、

その他の自然現象、もしくは火災などにおける人

命救助に当たった場合、傷病補償年金、障害補償、

遺族補償について、それぞれの当該額に100分の

50を、括弧して傷病補償年金のうちは100分の40、

２級の傷病等級に該当する傷害にかかわるものに

あっては100分の45、障害補償のうち、第１級の

傷害等級に該当する傷害にかかるものにあっては

100分の40、２級の傷害等級に該当する傷害にか

かわるものにあっては100分の45を乗じた額を加

算した額とし、その額が支給された遺族補償年金

の額の合計額とするというふうにうたっておりま

して。 

○田中委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後１時19分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後１時19分再開 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○危機管理局長 

 御質問につきましては、共済年金と厚生年金が

一元化されたことによって、実際は減ってるんじ

ゃないのかという御質問だったかと思います。 

 率につきましては、この新旧のほうを見ていた

だいたとおり、第18条の２に規定するもの以外は

基本的には同じ率で掛けております。一番最初の

佐藤委員がおっしゃったとおり、共済年金自体が

給付的には減額という対象になりますので、その

意味においては減額ということかもしれませんが、

基本的には今までの厚生年金が、今度は一元化さ

れた厚生年金と読みかえる規定と考えていいかと

思います。 

 そして、第18条の２につきましては、安心安全

課長が先ほどお話ししたように、危険なものだと

いうことでございます。これにつきましても、こ

れも減額の対象にならないように割り返して数字

が出てるものでございまして、特に大きく減額す

るというものではございません。 

○佐藤委員 

 そうすると、減額するものじゃないということ

でね、従来は傷病補償年金という形で0.73という

形になっておったんですけどね、左のほうを見ま

すと、１のところ、第18条の２に規定する公務上

の災害にかかわるものを除く、これは従来どおり

の0.73と、こういう形ですよね。 

 そして、新たに２という形で傷病補償年金、第

18条の２に規定する公務上の災害にかかわるもの

に限るという形になって、これが0.82というふう

に引き上げられておるわけです。 

 ただ、0.82というこの規定の中でも、括弧つき

で第１はということで0.81もあるよということに

ついて、従来は傷病補償年金については、ただし

書きが第18条を除くとか、また限るとか、そうい

うただし書きがここにはなかったものですから、

今回２つに分けて同じ割合のものと、それから割

合が高くなるものと、こういう規定の仕方を障害

補償年金等を含めて、同じようなつくりになって

るものだから、その辺の考え方や、なぜそうなの

かということを御説明願いたいんですよね。 

 これによって、２のほうに該当すれば割合が高

くなってると。その点では、私はよくわかりませ

んけれども、東日本大震災等を含めて消防団員の

公務災害というものがありまして、やっぱりその

仕事に鑑みたときには、そうしたふさわしい傷病

補償をせないかんということなんだろうというふ

うに推測はできるわけだけども、その辺の措置と

してそういうふうになったんではないかなと私は

推測するわけですよ。ですから、従前の割合から

こうした形の割合に引き上げられた、その辺のこ

とを御説明願いたいんですよね。 

○危機管理局長 

 私も年金のことは余り詳細ではございませんが、

今、佐藤委員お話の、考え方としてはそれでいい

かと思います。今までは一律になっていたものが、
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消防吏員、こちらのほうも改正がありまして、特

殊公務災害、今言った危険な業務に携わる方につ

きましては、同じような形で一元化の法律と同じ

ような趣旨で減額にならないように、この部分に

つきましては別立てで項を分けて規定したという

考え方で、私はそういうふうに理解しております。 

○佐藤委員 

 そうすると、やっぱりちょっと私、先ほど議員、

それから非常勤と確認したけど、変わらないよと

いう話もありましたけど、共済年金等のほうが一

元化されてね、ベースがやっぱり下がるんですよ

ね。その部分において、従来の年金たる給付、こ

れが下がるものだから、従来と同じ割合を乗じて

いては、併給であったとしても全体として下がる

と。そこを下がらないように調整をするために調

整率を引き上げたというふうな答弁だったと思う

んですけども、ただ、そこで引き下げるだけでは

なくて若干上がってるのかどうか、その辺のこと

はどうなんでしょうか。 

○危機管理局長 

 考え方ということで申し上げますと、今まで規

定がこういった公務災害のところで第18条の２で

したでしょうか、規定がなかったということなも

のですから、今、私は、先ほど佐藤委員が申した

ように、東日本の関係もあって、危険なやつにつ

きましては今までと同じように減額対象にならな

いような措置をとったというふうに考えておりま

す。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第64号について、挙手により採決します。 

 議案第64号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって議案第64号 知立市

消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 陳情第20号 徴税のあり方についての陳情書の

件を議題とします。 

 御意見等がありましたら発言をお願いします。 

○水野委員 

 陳情第20号につきまして、税の徴収のあり方に

ついての陳情書については反対という立場で意見

を述べます。 

 そもそも陳情者と私は税の徴収のあり方につい

ての考え方は、かなり相違があります。税を納め

るということは、全ての日本国民の行うべき義務

であり、滞納について、本来、市に入るべきお金

が入らないことは、大変問題であります。特別の

場合を除き、少しでも滞納がないようにしていた

だきたいということは、以前、本会議でもお願い

しました。 

 税は公平に納めなければなりません。特に特殊

な事例を挙げて税の滞納問題への対応を変える陳

情は、今まで構築された納税の枠組み、信頼性が

なくなるという懸念が起きます。 

 以上のことから、私は、本陳情については反対

であります。 

○石川委員 

 私も、不採択でお願いいたします。 

 税というのは憲法でも述べておりますように、

皆さん、必ず払わなくてはならない義務があると

いうものでありまして、いろいろ事情があるにし

ろ、税をおくらせるとか、猶予してくださいとい
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うことは、いろいろな事情の中で、恐らく窓口な

どで相談もされておることだと思います。強いて

それをもっと徴収の期限を延ばせとか、あるいは

そういうものは認めるべきではないものであって、

当然、支払っていかなくてはならない、そういう

ものでありますので、特別にこの陳情者の言うよ

うなことは、突然のいろんなことが起きることは

あるんでありますが、窓口でしっかりと相談して

もらえれば滞納機構への移管とか、そういうこと

は起きないと思います。 

 そして、それが認められるということは、やっ

ぱり税の徴収とかそういうことが不平等になって

しまいます。これは全国民がしっかりと払わなく

てはいけないことなので、そのような状況にある

べきだと思いますので、これは不採択としてお願

いいたします。 

○村上委員 

 税の徴収のあり方についての陳情書につきまし

ては、不採択の立場で議論に参加させていただき

ます。 

 この滞納機構という部分については、租税債権

管理機構を、もう10年ぐらい前ですかね、一般質

問で私させていただいて、ぜひつくるべきだとい

うふうに訴えた議員の１人でございます。 

 そして、日本の中では現在、累進課税制度とい

うのがありまして、所得に応じて支払うべき税と

いうことであれば、そのときにしっかりと払って

おければ、何の問題もなく税金を納めることがで

きると。 

 それから、もう１つ、先ほど石川委員のほうが

言われたように、やはり国民の義務として税の納

付という部分についてはやらなければならないの

かなというふうに思っております。 

 そして、今の現在では所得税、住民税、一部の

相続税とか贈与税、こういったものが累進課税の

中で払われていくということでありますから、こ

れはそのときにしっかりと納付しておければこう

いう状況にはならないというふうに思っておりま

す。 

 当時のことを思い浮かべてみますと、やはり税

の徴収に対して、かなり多くの未納というのがご

ざいました。そのころについて年間３億円ぐらい

あったかなというふうに思っております。そうい

ったものをきちっと納めていただいて、生活困窮

者の方にきちっと対応をしていくということであ

れば、十分まず納めるものは納めていただいて、

それからの施策かなというふうに思っております。 

 ということで、この陳情に対しましては、不採

択でお願いいたします。 

 以上です。 

○風間委員 

 我が会派も不採択の立場でお願いいたします。 

 やはり先ほどからお話がありましたように、憲

法第30条には納税の義務という大原則がありまし

て、また、徴収の平等性の見地からも、やはりこ

ういう税徴収の的確な徴収というのは基本であり

ますので、そういう見地から、当市も常に行政職

員の皆様方が鋭意努力をされてる、そういう現状

も各議会等の答弁等を聞いて承知はしておるわけ

です。 

 それで、この滞納機構の場合は、おおむね110

件ですね、100件を超える物件を金額に直すと１

億3,000万円余り、これの中でも十分に何遍か催

告してもとれない案件ね、こういう悪質かどうか

は私、知りませんが、なかなか催告しても応じな

いというね、そういう再三の催告にも応じない人

をピックアップして、それで滞納機構というある

程度、強制力というここに指摘されてるようなね、

そういうところに送って一定の効果はおおむね

20％から30％ぐらいの効果をあげてると。 

 だから、市に残しておったら、それがとれるか

どうかわからないという、そういう案件を出して

るわけですから、非常にそういう意味では、この

機構のアイデンティティというのは確保されてる

なという思いはしております。 

 ただし、やはり生活権とかそういう部分からの

部分も先ほどの税のやりとりの中でもありますの

で、その辺の送り込む条件になる、対象になるも

のは、十分に鋭意検討して、それでやっていただ

くというところだけは、私としては望んでおきた
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いなと思いますが、いずれにしましても、この税

徴収は行政運営の基本、根幹の部分でありますし、

市民が当然納めなくてはならない義務、三大義務

の１つでございますので、当市において、この一

定の徴収に対する大きな効果を上げてる滞納整理

機構のこの制度を引き続き延長して、こういうと

ころと協働して徴収率のアップに努めていただけ

ればという立場から、不採択という形でお願いい

たします。 

○佐藤委員 

 納税は国民の義務、当然のことであります。 

 しかしながら、市民の中には、さまざまな事情

や、いろんなことを通じて、納めたいけれども納

めることができなくなったと、そういう方々もみ

えることも事実であります。 

 とりわけ、昨今は非正規の方たちがふえまして

ね、本会議で中島議員が言われたように、非正規

の人たち、特別徴収で税が徴収されればいいけれ

ども、そうなってないというような現状の中で、

普通徴収に切りかわると。低賃金やそういう中で、

なかなか納めることができず滞納額が累積してし

まうと、こういう現状もあるわけです。本人が悪

いと言ってしまうだけでは片づけられないですね、

そうした構造的な問題が、当然その中には見え隠

れしているということは、昨今の状況を見てもら

えばわかるとおりであります。 

 それから、もう１つは、徴税は市の独自の事務

でありまして、それを権限のない滞納整理機構と

いうものをつくってやると。しかも昨今は、若干

変わったようでありますけれども、知立市の滞納

者については、他市の吏員が当たると、強気に出

れると、こういう構造をつくりながら徴収効果も

上げてきたことも事実なんですよね。ですから、

そうした意味において、本当にもちろん滞納をさ

れてる方たちが何回も催告されても、そうした点

で応じないという側面は、確かにあるわけですし、

その点はきちっと指摘はされなければならないと。 

 しかしながら、一方では、そういうことについ

て私の知ってる方たちは、余りにも無視であった

ために、かつて一千数百万円ほどの延滞金と本税

含めると累積してしまったという事例が、私、２

件ほど相談受けた事例もあります。そういうこと

ですので、確かにそのとおりでありますけれども、

親切、懇切、丁寧な対応が求められているのでは

ないかなと、今だからこそというふうに思います。 

 しかし、一方で、納税は国民の義務であります

けれども、ここに載ってるように、納税の猶予、

換価の猶予、滞納処分の執行停止というようなこ

とも納税者の権利としてあるわけですね。そうい

うことを含めて、私は税の滞納に対する取り扱い、

そうした点では、滞納整理機構ではなくて、そう

した法律に決められたようなものをしっかりと担

保しながら対応していくと。 

 とりわけ、今般の税条例の改正の中には、納税

の猶予、それから換価の猶予、この延長について

もそうした中身があると。かつての延滞金の割合

が引き下げられたと。これはやっぱり全国的に見

ても、いろんな状況の中で、そうした皆さんがふ

えてると、徴税の困難さが一方であることも事実

のことを反映した中身でね、そうした法律も変え

られてきているのではないかなというふうに私は

思うところであります。 

 したがって、今回こういう陳情が出ましてね、

より納税者に親身な対応を求めて、私はこの陳情

に賛成したいなというふうに思います。 

○田中委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第20号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第20号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。 

 したがって、陳情第20号 税の徴収のあり方に

ついての陳情書の件は、不採択とすべきものと決

定しました。 

 陳情第21号 消費税率の増税中止を求める陳情

書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 消費税については、大変国民も関心の深いとこ

ろでありまして、いろいろな意見等が出ておる中

でありますけれども、まずは消費税を何に充てる

かということで、これは社会保障をしっかりとし

た形のものにしようというのがまずの目的であり

まして、そしてまた、消費税というのは国民全体

に平等で公平な税であります。 

 そして今、国会でこれからまた新年度の国会で

も一番の焦点になるかもわかりませんが、軽減税

率ということで、低所得者に対しても配慮をされ

るようにしておるわけでありまして、特別にこれ

を10％にするのを中止するという理由はありませ

ん。 

 そしてまた、このいろいろな考え方なんですが、

高福祉を求めるのであれば、高負担を求められる

のは当たり前のことでありまして、そこに打ち出

の小づちのように、お金がどんどん出てくること

もありません。それぞれが皆さん、税で納めて、

それで国家が成り立っているわけでありますから、

そういう意味からしても、平等、公平な税である

消費税に頼って、頼ってといいますか、それによ

って社会保障等の確立をしていっていただきたい

と、そのように思いますので、増税中止について

は不採択でお願いいたします。 

○水野委員 

 陳情第21号につきまして、消費税率の増税中止

を求める陳情については、反対の立場で意見を申

し上げます。 

 陳情者が述べている社会保障の充実策には、増

税をしたとしても２割に満たないと。しかしなが

ら、増税をしないということになれば、この陳情

者が述べている１兆3,500億円も賄われないと、

財源が捻出できないということになるわけです。

多くの国民は考えております。社会保障、予算、

財源はどこから捻出するのか、そういったことも

しっかり国民は考えているわけでございます。短

絡的に防衛費の削減ということだけでは、外交問

題も含め、何も解決できません。 

 そういったことで、私は、この陳情につきまし

ては、不採択の立場でお願いします。 

○村上委員 

 それでは、私のほうから、民友クラブとしての

陳情第21号に対しての立場として、不採択の立場

で討論に参加させていただきたいと思います。 

 税の抜本改革ということについては、当然取り

組んでいくべきなのかなというふうに思っており

ます。その柱の１つとして、消費税というものは

欠かせないものであり、この消費税そのものは広

く公平、正確に税の徴収ができるということにつ

いては、賛成したいというふうに思っております。 

 常々、私どもの会派については、消費税を反対

するということについては、全く考えておりませ

ん。そうはいうものの、全て社会保障に使うとい

うことについては、今いささか疑問に思う部分と

不満に思う部分はあるものの、これからの少子高

齢化社会がどんどん進んでくる中、社会保障制度

をどういうふうに充実するかという部分について

は、この消費税をきちっと適正に使っていただい

て、国の制度をきちっと見直していただくという

ことに尽きるのかなというふうに思っております。 

 民友クラブとしては、消費税について、今回の

陳情については不採択としての立場で討論に参加

させていただきました。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 毎回出てくるこの増税反対とか、中止を求める

陳情書。我が知立政策研究会は、一貫してこの手

の陳情には賛成をしております。ですから、増税

中止、安易に増税をするべきではないという立場

でございますので、今回もその立場を踏襲させて
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いただきまして、この陳情書には賛成の立場でお

願いします。 

○佐藤委員 

 消費税の増税中止を求める陳情書ということで

あります。消費税については、さまざまな議論が

あることは承知をしております。しかし、５％か

ら８％に引き上げましてね、その引き上げ分を社

会保障に使うということを言っておるわけですけ

れども、一般財源と入れ変わっただけで、抜本的

に全額これが消費税に充てられたというものでも

ないということも事実の中で明らかになっている

わけです。 

 それと同時に、景気動向が設備投資を含めて、

一向に上向かないと。消費者の円安やそういうこ

とが相まって、可処分所得も減り、消費支出も減

ってるというのが今の実態です。そうした中にお

いて、10％への引き上げという点では、大変問題

があるのではないかと。そして、昨今、いわゆる

食料品に対する軽減税率というものも言われてま

すけれども、軽減するのではなくて、８％にその

部分を据え置くという議論がなされてね、あたか

もそれが軽減のように騒がれているというのが実

態であります。 

 もう１つは、先ほど消費税は平等で公平な税だ

ということがありますけれども、この点について

は、低所得者ほど重い逆進性があるということは

政府もお認めだし、だからこそ、８％上げた段階

で低所得者への給付金などを支給したわけですよ

ね。その点では、逆進性という問題は依然として

解決できない、最大の欠陥として消費税はあるわ

けです。 

 食料品を８％に据え置いても、年収200万円未

満だと所得に占める割合が８％でも5.9％です。

そして、この年収1,000万円以上1,500万円程度だ

とね、収入に占める割合は2.1％と。所得に占め

る割合は低所得者ほど高いわけで、そうした意味

合いにおいては、累進課税ということを物差しに

するならば、公平どころか、大変不公平な税であ

るということも、これは数字の上で明確なんです

よね。 

 私どもは、例えば上場企業などを含めて、内部

留保と言われるさまざまな大きい企業向けの優遇

税制の中で、内部留保を300兆円もため込んでお

るわけです。一方で、法人実効税率、３税であり

ますけれども、これを30％台から29％台に大きい

企業には減税をしてやると。一方で、庶民には増

税を強いると、こういう中身になっているわけで

す。 

 私どもは、そうした点での行き過ぎた大きな企

業に対する研究開発減税等を含めて見直しをし、

財源をつくること、そのことと同時に、累進性を

より一層強化することを通じて税制改革をやって

いけば、消費税に頼らなくても財源を確保できる

し、将来の財政再建につながるような方法も見出

すことができると、そんな提案をしているところ

であります。 

 ですから私どもは、消費税率の増税中止を求め

る陳情と、この点については、たとえ食料品を

８％に据え置いても、２人世帯以上で年間25万

5,000円もの負担だし、勤労所得世帯では27万円、

28万円という年間の負担だということも数字で明

らかになっているわけです。そんなことを含めて、

ぜひこの陳情を採択していただきたいなというふ

うに思います。 

○田中委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第21号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第21号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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○田中委員長 

 挙手多数です。 

 したがって、陳情第21号 消費税率の増税中止

を求める陳情書の件は、不採択とすべきものと決

定しました。 

 陳情第36号 知立市運転免許証自主返納支援事

業の拡充を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等がありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 運転免許証の自主返納については、いろいろと

議論といいますか、高齢者の事故が多いのでとい

うことで、したほうがいいじゃないかということ

でありますが、陳情者からの出ております趣旨は

よくわかるわけでございますけれども、自主返納

をした人だけが、さらに延長するということがい

かがなものかなというところであります。 

 やはり高齢者の方は、いろいろ免許証を持って

おられない方もあります。そういう方は有料であ

って、それから先また無料であるというのは、ち

ょっと公平性に欠けるのではないかと。趣旨はよ

くわかります。 

 ですから、この陳情に対しては、不採択とさせ

ていただきますが、高齢者のミニバスについての

福祉という面で無料化をするということについて

は、これからまた検討する課題ではないかなと思

います。この陳情については、不採択でお願いい

たします。 

○村上委員 

 この陳情につきまして、いろいろ我が会派とし

ても、どういったものかなということで検討をさ

せていただきました。 

 では、そもそも論として、知立市の運転免許証

の自主返納の支援事業がいつからどういう形で始

まったのかなというふうにひもといてみたところ、

平成21年10月１日から自主返納65歳ということで

スタートしたというふうになっておりました。 

 そして、その後ですが、平成25年４月１日より

ということで、また２年間追加されて４年間にな

ったと。これ、非常に私自身恥ずかしいことなん

ですが、このときの４年間に延びたというのは余

り認識していなかったんですね。ただし、きっか

けづくりとして自主返納した場合に、ではという

ことで２年間ということであれば、自主返納した

きっかけづくりとして、これからより高齢な方が

運転しても安全にということで、自分自身が事故

を起こさないようにということかなというふうに

思っておったんですね。で、４年間になったとい

うことですが、そのときどういう形でその４年間

になったのかなという議論の経過については、ち

ょっと調べさせていただいたんですが、これ伏せ

させていただきます。 

 その免許を持っている、先ほど石川委員も言わ

れたんですが、免許証を持ってみえる方と、この

当時持ってみえない方の割合でいくと、持ってみ

えない方も結構おられるんですね。持ってみえな

い方は、どういうきっかけでミニバスが無料にな

るのかということを考えたときに、この人たちど

うするのという話になるんですね。 

 そのときに、市の御答弁の中で、高齢者対策と

兼ねてミニバスの運行ということは、一度きちっ

と整理して考えさせていただきたいというような

答弁をされております。やはりこの自主返納とミ

ニバスの利用と。もともとミニバスという部分に

ついて、コミュニティバスですね、これは交通弱

者の方をどう社会へ出ていただいて低料金で動い

ていただけるかということであれば、そのもの自

体が100円ワンコインということで、市内をずっ

と動けるバスということであれば、それだけで基

本的には充実されておるというふうに思います。 

 そうはいうものの、なかなか高齢な方というの

は毎回毎回という部分はあるものですから、先ほ

ど石川委員が言われたように、例えば、後期高齢

者からそういったものだとか、いろいろ検討して

財政を見ながらやっていくべき、ただ、このきっ

かけづくりとしてこの制度を今から廃止せよとは

私、言いません。言いませんけど、これ以上、延

ばすことについては、いささか賛成しかねるかな

というふうに思いますので、よろしくお願いした

いと。不採択でよろしくお願いします。 

○水野委員 
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 陳情第36号につきましては、不採択の立場で意

見を申し上げます。 

 65歳高齢者で運転免許証を自主返納された方に

は、ある程度の４年間のミニバス乗車が無料とい

う特典があったと思います。今後も継続となると、

運転免許証の返納に該当しない高齢者、先ほどか

らもお話があったとおり、この方たちには恩恵が

ないということになってしまいます。これは本当

に公平な施策なんでしょうかという疑問が残りま

す。 

 近い将来、当局が全市民がミニバス乗車が無料

と考えているならば、この陳情については一定の

理解を示しますが、知立市の場合、１円たりとも

無駄にできないという姿勢を財政当局が示してい

るわけですから、今回のこの陳情は、まだ時期尚

早じゃないかというふうに私は考えておりますの

で、反対ということでお願いします。 

○風間委員 

 私どもは、採択の立場でお願いいたします。 

 確かにこの制度自体は、非常に平等性の部分か

らは内在する問題があると理解しております。そ

れらをクリアしてという前提と申しましょうか、

そういうのがまず基本にあるんですが、とりあえ

ずこの運転免許証の自主返納を促進させるという

部分からは、このミニバスの乗車券の交付期間の

延長、ただ券を交付して、それをさらに延長する

というのは効果があるんだろうというふうに思っ

ています。 

 それは、ここの趣旨にもありますように、また、

最近の多発している高齢者の痛ましい事故、こう

いうものを見た場合に、やはり危険である状況と

いうのは、相当高くなっているなという印象は受

けておりますので、そういう部分で自主的に返納

される、そして安心・安全なまちづくりにつなげ

るその一環として、こういう事業を促進させると

いうのは一定の効果があると思うんですが、やは

り全体的な高齢者の皆様方の状況から見ますと、

公平性に難があるなという状況です。 

 ですから、その辺を整理していただきながら、

こういう方向性をどうしていくかというのを前向

きに検討していただくというのが、こういう陳情

の趣旨に応える最善の道ではないのかなという思

いがしております。 

 ですから、この趣旨を活かす方向に立った形で

の本陳情書には賛成という立場を表明して討論を

終わります。 

○佐藤委員 

 陳情趣旨にありますように、昨今、本当に高齢

ドライバーが当事者となる重大事故が全国で多発

をしている状況です。国の警察庁のほうも免許の

自主返納というような形で、相当前から呼びかけ

ているものの、なかなか大きな広がりがないよう

な状況があるわけですね。そうした点では、免許

の自主返納と、交通事故の防止と、巻き込まない

という観点からは、これを拡大するということは

有効な側面があるのではないかなと私は思います。 

 知立市でも高齢ドライバー、75歳以上、それか

ら90歳になっても免許を返納してないという方も

みえるわけです。だからといって、必ずしも返納

しないから運転してるということイコールではあ

りませんけれども、そうした皆さんも非常に多い

ことも実態にあるわけですね。そうした趣旨にお

いて、この陳情の趣旨は有効ではないかというふ

うに思います。 

 しかしながら、私どもの会派は、ミニバスにつ

いて、一方は先ほどありましたように、無料でね、

もともと免許ない人は何もなくて有料という点で

は、極めて整合性に欠ける問題がここに横たわっ

てるんですよね。ですから、そういう意味におい

ては、この陳情の趣旨を尊重すると同時に、全体

としては、私どもは75歳以上の高齢者の方を対象

に無料制度をつくり、全体として高齢者を支援す

ると同時に、免許の自主返納と。例えば、免許自

主返納をされた方でも、その配偶者の方だとか、

そういう方たちはミニバスを利用する場合には無

料ではありません。ですから、全体として包含す

るような形でそうしたものをつくっていく。そう

いう意味において、さらなる自主返納のハードル

を低くするということと同時に、高齢者の日常生

活に供する部分での利便性を向上させると、そう
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いう意味合いにおいて、この陳情については採択

でお願いしたいなというふうに思います。 

○田中委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第36号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第36号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。 

 したがって、陳情第36号 知立市運転免許証自

主返納支援事業の拡充を求める陳情書の件は、不

採択とすべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、企画文教委員会を閉会します。 

午後２時01分閉会 

――――――――――――――――――――――― 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証す

るためにここに署名する。 
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